
一
、
は
じ
め
に

葬
送
儀
礼
研
究
は
す
で
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
多
く
の
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
八
木
透
は
「
そ
れ
が

あ
ま
り
に
も
膨
大
か
つ
多
岐
に
及
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
普
遍
化
の
た
め
の
理
論
的
解
釈
が
や
や
遅
れ
が
ち
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。」

と
指
摘
す
る
よ
う
に
〔
八
木　

一
九
九
七　

二
四
四
〕。
葬
送
儀
礼
の
地
域
差
は
大
き
く
、「
普
遍
的
な
理
論
的
解
釈
」
が
難
し
い
の

は
確
か
で
あ
る
。

一
方
、
蒲
池
勢
至
は
「
真
宗
の
葬
送
儀
礼
」
の
中
で
、「
儀
礼
論
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
真
宗
の
葬
送
儀
礼
は
特
殊
な
法
要
で
あ

っ
て
、
遺
骸
を
葬
（
は
ふ
る
）
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
遺
骸
に
象
徴
さ
れ
る
死
者
を
礼
拝
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
遺
骸
は

葬
す
べ
き
も
の
と
い
う
観
念
が
底
流
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
と
い
う
〔
蒲
池　

一
九
九
七　

二
八
〇
〕。「
遺
骸
に
象
徴
さ
れ
る

死
者
を
礼
拝
し
な
い
」
と
の
指
摘
か
ら
、
蒲
池
の
い
う
「
遺
骸
を
葬
」
る
こ
と
は
、
物
理
的
な
遺
体
処
理
が
真
宗
の
葬
儀
の
本
質

と
読
め
る
。
さ
ら
に
蒲
池
は
禅
宗
と
の
葬
儀
比
較
を
行
い
、
仏
教
宗
派
的
相
違
は
「
死
者
観
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
く
る
遺
骸

に
対
す
る
観
念
の
相
違
」
に
あ
る
と
述
べ
〔
蒲
池　

一
九
九
七　

二
八
〇
〕、
葬
送
儀
礼
の
多
様
性
は
、
各
々
の
仏
教
宗
派
の
影
響

力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
真
宗
の
葬
送
観
念
は
、「
遺
骸
を
葬
る
」
た
め
の
も
の
と
し
な
が
ら
、

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味 

―
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
の
江
戸
末
期
の
史
料
を
中
心
と
し
て
―　
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「
日
本
人
の
遺
骸
に
対
す
る
伝
統
的
な
心
意
を
結
果
的
に
踏
襲
し
た
」
と
も
指
摘
す
る
〔
蒲
池　

一
九
九
七　

二
八
〇
〕。

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
に
お
け
る
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
営
ま
れ
た
葬
礼
は
、
農
繁
期
で
あ
っ
た
た
め

に
「
仮
葬
礼
（
仮
葬
）」
と
「
本
葬
礼
（
本
葬
）」
と
い
う
形
で
二
度
に
分
け
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
際
の
記
録
が
『
岐
阜
県
史
』
に

「
仮
葬
・
本
葬
留
帳
」
と
し
て
翻
刻
さ
れ
採
録
さ
れ
て
い
る
〔
岐
阜
県　

一
九
七
二　

三
四
〇
～
三
五
五
〕。
史
料
の
最
初
は
「
文
久

二
年　

釋
尼
知
貞
死
去
仮
葬
留
帳　

青
木
久
八
」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
岐
阜
県
史
』
に
合
わ
せ
て
、
以
下
「
仮
葬
・
本
葬
留
帳
」

と
記
す
。「
仮
葬
・
本
葬
留
帳
」
に
は
、「
仮
葬
」
及
び
「
本
葬
」
で
の
、
必
要
品
目
と
数
や
値
段
、
ま
た
買
い
物
に
行
っ
た
人
物
名
、

火
屋
の
図
、
葬
儀
の
役
割
と
そ
の
人
物
名
、
ま
た
「
本
葬
」
に
お
け
る
役
割
と
人
物
名
、
焼
香
の
順
番
、
法
事
の
献
立
な
ど
が
詳
細

に
書
き
と
め
ら
れ
て
お
り
、
史
料
的
価
値
は
高
い
と
考
え
る
。
こ
の
史
料
は
、
遺
体
は
「
仮
葬
」
で
火
葬
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
本
葬
」
に
お
い
て
も
火
屋
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
本
葬
」
に
お
い
て
、「
空
」
の
火
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

推
察
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、「
空
」
の
火
葬
が
行
わ
れ
た
事
例
を
通
し
て
、
葬
送
儀
礼

の
意
味
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
史
料
中
で
は
「
仮
葬
」
と
「
仮
葬
礼
」、「
本
葬
」
と
「
本
葬
礼
」
と
記
述
が
一
定
し
て

い
な
い
。
そ
こ
で
と
く
に
こ
と
わ
り
が
な
け
れ
ば
、「
仮
葬
礼
」「
本
葬
礼
」
と
の
語
句
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
当
該
地
は
真
宗
地

帯
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
蒲
池
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
葬
送
儀
礼
は
「
遺
骸
を
葬
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
物
理
的
な
遺
体
処
理
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
「
仮
葬
礼
」「
本
葬
礼
」
と
二
度
に
分
け
て
葬
儀
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま

た
い
ず
れ
も
火
葬
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
単
に
物
理
的
な
遺
体
処
理
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
蒲
池
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
真
宗
の
葬
儀
は
「
葬
」
る
も
の
で
あ
る
が
、「
伝
統
的
心
意
」
を
「
踏
襲
」
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
本
史
料
に
記
さ

れ
た
葬
儀
か
ら
も
、「
伝
統
的
心
意
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
蒲
池
が
「
伝
統
的
」
と
の
語
句
を
ど
の
よ
う
な

意
味
で
使
っ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
筆
者
は
「
伝
統
」
は
あ
く
ま
で
も
価
値
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

山
形
県
西
置
賜
郡
飯
豊
町
大
平
・
新
沼
・
高
畑
に
お
い
て
、「
農
繁
期
な
ど
に
死
ん
だ
時
は
、
使
っ
て
い
な
い
古
味
噌
桶
に
死
者
を
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入
れ
て
埋
葬
し
、
後
で
本
葬
を
す
る
。
こ
の
時
は
棺
だ
け
は
焼
く
。」
と
の
報
告
が
あ
る
〔
置
賜
民
俗
学
会　

一
九
七
二
・
一
九
九
五 

六
三
・
五
〇
九
〕。
農
繁
期
に
死
亡
者
が
出
る
と
、「
古
味
噌
桶
に
入
れ
て
埋
葬
」
し
た
後
に
「
本
葬
」
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

「
仮
葬
」
と
し
て
遺
体
処
理
が
行
わ
れ
た
後
に
、
遺
体
が
な
い
ま
ま
火
葬
さ
れ
た
、
つ
ま
り
「
空
の
荼
毘
」
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
下
佐
波
と
同
様
の
事
例
と
い
え
る
。
ま
た
飯
豊
町
中
津
川
で
も
「
仮
ダ
ミ
」
と
し
て
「
農
繁
期
な
ど
に
は
仮
埋
葬
を
し

て
お
き
、
あ
と
で
本
ダ
ミ
を
す
る
。」
と
あ
る
〔
山
形
県
教
育
委
員
会　

一
九
七
一
・
一
九
九
五　

七
六
・
二
九
二
〕。
中
津
川
の
報
告

で
は
、「
仮
ダ
ミ
」「
本
ダ
ミ
」
と
だ
け
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
ダ
ミ
」
は
「
ダ
ビ
」
が
転
訛
し
た
語
句
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

や
は
り
「
空
」
の
火
葬
が
行
な
わ
れ
た
と
推
察
で
き
る
。

農
繁
期
は
気
温
が
高
く
湿
気
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
遺
体
の
腐
敗
が
早
く
、
忙
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
遺
体
を
そ
の
ま
ま
置
い
て

お
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
仮
」
と
せ
ず
に
、
そ
れ
を
葬
礼
と
す
れ
ば
よ
い
だ
け
の

こ
と
で
は
な
い
の
か
。「
仮
葬
礼
」
と
は
別
に
「
本
葬
礼
」
を
行
う
こ
と
は
、
両
者
の
間
に
意
味
や
観
念
の
違
い
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
淺
井
正
男
は
『
旅
と
伝
説
（
誕
生
と
葬
礼
号
）』
の
中
で
、
京
都
府
舞
鶴
地
方
の
事
例
と
し
て
、
か
つ
て
は
葬
列
に
多
く
の
人

が
参
加
す
る
こ
と
が
そ
の
家
の
ス
テ
ー
タ
ス
と
な
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
［
淺
井　

一
九
三
三　

一
一
五
］。
農
繁
期
に
は
野

辺
の
送
り
に
多
く
の
人
を
集
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
テ
ー
タ
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
、
多
く
の
人
を
集
め
て
葬
儀
を
行
う
こ
と

で
、
ス
テ
ー
タ
ス
を
維
持
し
た
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
史
料
に
お
い
て
も
二
度
目
の
葬
礼
（「
本
葬
礼
」）
に
多
く
の
人
が

集
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
二
度
目
の
葬
礼
で
は
空
の
棺
を
焼
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
、
社
会
的
な
意
味
に
お
い
て
葬
儀
を

二
度
行
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
二
度
行
う
必
要
性
が
別
に
も
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
二
度
目
に
は
す
で
に
遺
体
は
処
理
さ

れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
空
の
「
火
葬
」
が
行
わ
れ
て
い
る
と
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
た
め
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
真
宗
地
域
で

の
幕
末
の
史
料
か
ら
「
仮
葬
礼
」「
本
葬
礼
」
と
い
う
二
つ
の
葬
儀
の
違
い
や
、「
カ
ラ
ダ
ビ
」
の
意
味
を
捉
え
、
葬
送
儀
礼
の
意
味

を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

三

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



二
、
地
域
概
況

ま
ず
下
佐
波
の
地
域
概
況
か
ら
み
る
、
下
佐
波
は
複
檀
家
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
、『
岐
阜
市
史
』『
柳
津
町
史
』
に
採
録
さ
れ
た
史

料
か
ら
わ
か
る
が
〔
岐
阜
市　

一
九
七
七
、
柳
津
町　

一
九
七
二
〕、
本
論
で
検
討
す
る
「
仮
葬
・
本
葬
留
帳
」
に
は
寺
院
名
も
み

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
村
の
概
況
や
複
檀
家
の
問
題
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

（
一
）
佐
波
村
と
分
村

「
佐
波
（
さ
ば
）」
は
現
在
で
は
岐
阜
市
柳
津
町
で
あ
る
が
、「
本
県
水
場
地
帯
に
北
東
に
位
置
し
、
長
良
川
以
南
の
旧
岐
阜
市
の

大
部
分
（
岐
阜
町
・
今
泉
・
小
熊
・
富
茂
登
・
稲
束
・
上
加
納
）
と
加
納
町
・
茜
部
村
・
鶉
村
・
佐
波
村
・
日
置
村
・
市
橋
村
・
三

里
村
・
鏡
島
村
・
本
荘
村
（
以
上
明
治
40
年
代
の
市
町
村
劃
名
）
を
範
囲
と
す
る
地
域
」
で
あ
る
「
加
納
輪
中
」
に
含
ま
れ
」〔
岐

阜
県
教
育
委
員
会　

一
九
六
八
・
一
九
九
六　

一
一
五
・
二
二
七
〕、
岐
阜
市
の
南
部
、
境
川
以
北
に
位
置
す
る
。　

『
柳
津
町　

佐
波
編
』
に
よ
る
と
、「
慶
長
・
元
和
・
寛
永
年
間
の
美
濃
国
高
帳
（
郷
帳
と
も
い
う
）
に
は
、
佐
波
村
は
一
つ
の
部

落
で
あ
つ
た
が
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
に
は
、
上
下
に
分
郷
し
て
、
上
佐
波
村
・
下
佐
波
村
と
二
村
に
な
」
り
、「
正
徳
元
年

（
一
七
一
一
）、
安
藤
對
馬
守
が
加
納
藩
主
と
し
て
入
城
の
年
、
上
佐
波
村
は
多
年
の
希
望
が
叶
つ
て
上
佐
波
村
・
中
佐
波
村
と
二
ヶ

村
と
分
れ
た
の
で
、
表
面
上
は
佐
波
村
は
上
佐
波
村
・
中
佐
波
村
・
下
佐
波
村
の
三
郷
と
な
つ
た
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
柳
津

町　

一
九
七
二　

一
九
〕。
ま
た
上
佐
波
村
の
庄
屋
は
、
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
か
ら
二
人
と
な
っ
た
が
、
中
佐
波
村
が
で
き

た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
庄
屋
と
な
っ
た
と
い
う
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

一
九
〕。
下
佐
波
村
は
「
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
よ

り
毎
年
庄
屋
が
二
人
づ
つ
で
あ
つ
て
、
二
人
の
庄
屋
が
互
に
協
力
し
て
、
御
用
を
勤
め
て
き
た
」
と
い
う
〔
柳
津
町　

一
九
七
二 

一
九
〕。
た
だ
し
佐
波
村
が
「
藩
庁
表
で
、
上
・
中
・
下
の
三
ケ
村
に
分
か
れ
た
の
は
享
保
頃
と
見
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る

〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

二
二
〕。『
柳
津
町
史　

佐
波
編
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
「
濃
州
加
納
領
高
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辻
帳
」
で
は
、「
厚
見
郡
佐
波
村
」
と
な
っ
て
お
り
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

二
二
〕、
一
七
一
一
年
の
分
村
と
す
る
な
ら
ば
、
分
村

後
も
暫
く
は
「
佐
波
村
」
と
し
て
一
つ
の
「
村
」
と
し
て
の
意
識
が
残
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
二
年
後
の

享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
に
は
「
下
佐
波
村
村
鑑
」
が
出
さ
れ
て
お
り
、「
下
佐
波
村
」
の
独
自
性
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

こ
の
中
で
「
他
所
よ
り
当
村
高
の
内
え
入
作
の
分
」
と
し
て
「
中
佐
波
村
」「
上
佐
波
村
」
の
名
前
が
あ
り
〔
柳
津
町　

一
九
七
二 

一
一
〇
〕、
各
々
の
村
落
が
独
立
的
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
下
佐
波
村
の
生
業
と
人
口
動
態

「
享
保
十
四
年
八
月
下
佐
波
村
村
鑑
抄
」（
以
下
「
下
佐
波
村
村
鑑
」
と
記
す
）
に
は
、

　

一
当
村
儀
商
売
致
し
候
者
無
御
座
候
故
、
金
銭
は
当
村
へ
入
り
不
申
候

　

一
当
村
は
男
女
共
農
作
の
間
に
多
足
に
成
候
儀
は
不
仕
、
年
中
作
方
に
掛
り
居
り
申
候
故
、
当
村
外
に
商
売
仕
候
者
、
無
御
座
候

と
の
記
述
が
あ
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

一
一
〇
〕。
こ
れ
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
に
は
、
商
売

人
は
お
ら
ず
、
農
業
だ
け
で
生
活
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
「
下
佐
波
村
村
鑑
」
に
は
、「
百
姓
家
数
百
九
拾
四
軒
」「
人
数
七
百
四
拾
九
人　

内
男
三
八
一
人
、
女
三
六
八
人
」
と
な

っ
て
い
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

一
一
一
〕。
ま
た
『
柳
津
町
史
』
に
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
「
宗
門
帳
」
や
安
政
三

年
（
一
七
八
三
）
の
「
惣
人
数
目
録
」
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。「
宗
門
帳
」
に
は
「
総
人
数
弐
百
弐
拾
弐
人
内
男
百
二
十
八
人　

女

九
十
四
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

四
〇
〕、「
惣
人
数
目
録
」
に
は
、

　

覚
一
惣
人
数
合　

三
百
四
十
六
人

　
　
　
　

内

男
百
六
十
七
人　

女
百
七
十
九
人

五

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



右
不
残　

浄
土
真
宗

右
之
通
相
違
無
御
座
候

　
　

安
政
三

丙　
　

辰

年

　
　
　
　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　
　
　
　

儀　

平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
斷　
　
　
　

庄
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
斷　
　
　
　

八
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
斷　
　
　
　

牧
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
斷　
　
　
　

源
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　
　

青
木
久
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋　
　

青
木
久
八

　

仙
石
五
郎
兵
衛
様

　

鶉
飼
圓
蔵
様

　

草
河
武
兵
衛
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
記
さ
れ
て
い
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

三
五
〕。「
惣
人
数
目
録
」
の
「
覚
」
で
は
「
惣
人
数
」
と
だ
け
記
さ
れ
、
ど
こ
の
村
の

も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
安
政
三
年
は
「
仮
葬
・
本
葬
留
帳
」
の
文
久
二
年
と
時
代
的
に
も
重
な
り
、
ど
ち
ら
に
も
「
青
木
久
八
」

の
名
が
見
え
る
こ
と
、
ま
た
「
青
木
久
兵
衛
」
も
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
庄
屋
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
〔
岐
阜
大
学
教
育
学

部　

一
九
八
〇　

五
〕、
こ
の
「
覚
」
は
下
佐
波
村
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
総
人
数
を
時
代
順
に
並
べ
て
み
て
み
る
と
、

　

享
保
十
四
年　

総
人
数
七
四
九
人
（
男
三
八
一
人
、
女
三
六
八
人
）

　

天
明
三
年　
　

総
人
数
二
二
二
人
（
男
一
二
八
人
、
女
九
四
人
）
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安
政
三
年　
　

総
人
数
三
四
六
人
（
男
一
六
七
人
、
女
一
七
九
人
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
享
保
十
四
年
の
記
録
に
比
べ
て
、
天
明
三
年
の
総
人
数
が
三
分
の
一
以
下
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
然
減

少
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
間
に
何
か
災
害
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
下
佐
波
村
は
輪
中
で
あ
る
。
そ
の
た
め
洪
水
被
害
が
多
か

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
間
の
洪
水
記
録
を
見
る
と
、

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
六
月
五
日
長
良
川
通
り
厚
見
郡
で
破
堤
。
各
地
で
堤
切
れ
が
出
た
。

宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
五
月
一
日
高
桑
村
の
西
で
堤
が
切
れ
、
佐
波
輪
中
に
水
が
入
っ
た
。

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
八
月
三
日
高
桑
村
の
部
落
の
西
で
堤
が
切
れ
佐
波
輪
中
に
入
水
し
た
。

明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
五
月
二
七
日
高
桑
村
並
び
に
佐
波
村
玄
蕃
の
堤
防
が
切
れ
、
ま
た
玄
蕃
の
杁
が
破
損
し
た
の
で
佐
波

輪
中
は
入
水
し
た
。

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
六
月
三
日
と
七
月
一
一
日
に
洪
水
が
あ
つ
て
、
佐
波
村
玄
蕃
堤
と
坂
牧
西
の
二
ヶ
所
で
堤
が
切
れ
、

佐
波
輪
中
は
水
入
り
で
あ
つ
た
。

安
永
七
年
（
一
七
七
七
）
佐
波
村
玄
蕃
杁
東
よ
り
杁
ま
で
堤
が
切
れ
て
入
水
、
同
年
御
茶
屋
神
殿
村
御
殿
岸
の
大
堤
が
切
れ
て

入
水
し
た
。（
下
佐
波
村
で
は
）
神
馬
共
に
怪
我
は
無
か
つ
た
。
潰
れ
家
が
一
軒
出
た
。
下
佐
波
の

田
畑
は
全
部
冠
水
し
た
。

天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
三
月
一
日
・
五
月
七
日
・
六
月
二
三
日
・
八
月
の
四
回
、
大
洪
水
が
あ
り
、
此
の
年
石
川
杁
の
脇
が

抜
け
て
危
な
か
つ
た
と
い
う
。
此
の
年
、
領
毛
東
三
味
の
西
南
で
堤
が
追
々
と
抜
け
て
甚
だ
機
関

と
な
り
、
同
年
玄
蕃
の
中
の
通
り
が
危
な
か
つ
た
。
ま
た
同
時
に
玄
蕃
杁
が
葺
き
出
し
た
と
言
う
。

と
な
っ
て
い
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

一
七
四
～
一
七
五
〕。
ま
た
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）・
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）・
安

永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
は
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

二
〇
一
～
二
〇
三
〕。
さ
ら
に
寛
保
三
年

七
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（
一
七
四
一
）
は
凶
作
で
、
寛
保
四
年
に
救
済
を
も
と
め
た
こ
と
が
、「
正
月　

下
佐
波
村
に
て
三
百
六
十
一
人
と
願
上
候
処
、
御
改

め
御
座
候
て
、
是
を
上
・
中
・
下
の
三
段
に
御
付
け
分
け
、
下
の
人
数
は
百
人
に
候
、
下
の
者
一
人
に
付
、
稗
三
合
づ
つ
、
弐
拾
日

分
被
下
候
、
此
の
稗
拾
五
俵
也
、
寛
保
四

甲　
　

子

年
正
月
」
と
の
史
料
か
ら
わ
か
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

一
九
五
〕。
こ
れ
ら
を
見

る
限
り
、
水
害
や
旱
魃
は
大
き
な
影
響
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
寛
保
四
年
の
凶
作
に
関
す
る
史
料
に
「
下
佐
波
村
に
て

三
百
六
十
一
人
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
は
天
明
三
年
の
「
宗
門
帳
」
よ
り
も
人
数
が
多
い
。
大
き
な
人
口
減
少
は
、
こ
の
凶
作

に
よ
る
人
口
流
出
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
天
明
三
年
か
ら
安
政
三
年
に
か
け
て
の
七
十
三
年
間
に
お
け
る
百
二
十
四
人
の
増
加
に
関
し
て
は
、
新
田
開
発
に
よ
る
人

口
増
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
蒲
池
勢
至
は
『
真
宗
民
俗
史
論
』
の
中
で
、
現
在
の
愛
知
県
矢
富
市
や
愛
西
市
の
複

檀
家
に
つ
い
て
、「
木
曽
川
最
下
流
域
の
ム
ラ
は
「
ム
ラ
の
寺
院
」
の
関
係
で
ハ
イ
カ
（
配
下
）
と
呼
ば
れ
る
制
度
を
形
成
し
て
い

る
。
ム
ラ
の
中
の
「
家
と
寺
院
」
の
関
係
を
み
れ
ば
寺
檀
家
関
係
が
複
雑
で
あ
り
、
近
世
に
は
複
檀
家
や
代
判
制
度
・
預
旦
方
が
あ

っ
た
。」
と
述
べ
〔
蒲
池　

二
〇
一
三　

二
二
二
〕、
こ
れ
ら
の
制
度
の
分
析
か
ら
「
新
田
開
発
の
小
作
農
民
は
、
旧
出
身
地
で
の
寺

檀
関
係
を
引
き
ず
っ
て
い
た
。
ム
ラ
の
中
が
複
雑
な
寺
檀
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
長
い

時
間
の
中
で
家
の
盛
衰
も
あ
っ
て
農
民
は
入
れ
代
わ
っ
て
い
る
が
、
現
在
で
も
寛
延
の
八
木
イ
ッ
ト
ウ
は
、
春
田
浄
栄
寺
と
の
寺
檀

家
関
係
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
弥
富
町
や
十
四
山
村
、
飛
鳥
村
の
ム
ラ
は
、
海
東
郡
・
海
西
郡
・
知
多
郡
な
ど
周
辺
地
域
か

ら
の
出
身
者
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
ム
ラ
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
個
々
に
は
出
身
村
寺
院
と
の
寺
檀
関
係
を

有
し
て
い
た
が
、
ム
ラ
の
中
に
寺
院
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
〔
蒲
池　

二
〇
一
三　

二
三
〇
〕。
下
佐
波
村
も
複

檀
家
制
で
あ
り
、
檀
那
寺
は
下
佐
波
村
に
限
ら
ず
、
上
・
中
佐
波
村
を
越
え
た
地
域
的
広
が
り
を
持
つ
。
人
口
の
増
加
は
外
部
か
ら

の
流
入
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）
村
内
寺
院
と
宗
派

安
政
三
年
の
「
惣
人
数
目
録
」
に
は
「
右
不
残　

浄
土
真
宗
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
地
が
真
宗
地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

下
佐
波
村
の
寺
院
は
、「
下
佐
波
村
村
鑑
」
に
よ
る
と
寺
院
は
「
京
都
東
本
願
寺　

末
寺　

浄
土
真
宗　

観
音
寺
」
と
あ
る
だ
け
で

あ
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

一
一
一
〕。
一
方
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
の
「
上
佐
波
村
々
鑑
」
に
は
、「
毘
沙
門
堂
」「
薬
師

堂
」
の
記
述
も
あ
る
が
、
寺
院
と
し
て
は
「
浄
土
真
宗
本
願
寺
末
」
と
し
て
「
正
蓮
寺
」
が
記
さ
れ
て
い
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二 

一
一
四
〕。
上
下
と
も
に
真
宗
寺
院
で
あ
る
。

『
柳
津
町　

佐
波
編
』
に
は
「
観
音
寺
」
は
「
寺
伝
に
依
れ
ば
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
上
佐
波
村
正
蓮
寺
よ
り
分
寺
し
」
た

と
あ
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

三
〇
五
〕。
た
だ
し
慶
長
六
年
の
段
階
で
分
村
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
同
じ
村
の
中
で
正
蓮

寺
か
ら
分
寺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
正
蓮
寺
は
「
寺
伝
に
よ
れ
ば
当
寺
は
往
古
天
台
宗
に
属
し
、
大
正
寺
と
称
し
て
い
た
が
、

嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
親
鸞
関
東
よ
り
京
都
へ
帰
洛
の
砌
り
、
時
の
住
僧
祐
全
が
聖
人
の
御
化
導
に
よ
り
、
弟
子
と
な
り
、
浄
土

真
宗
と
改
め
た
。」
と
あ
り
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

三
〇
三
〕、
正
蓮
寺
が
真
宗
に
改
宗
さ
れ
た
の
が
一
二
三
三
年
か
そ
の
直
後
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
一
六
〇
一
年
に
分
寺
し
た
観
音
寺
は
真
宗
寺
院
と
し
て
開
寺
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。『
柳
津
町
史　

佐
波
編
』
に

記
載
さ
れ
た
現
在
の
佐
波
地
区
に
あ
る
寺
院
は
正
蓮
寺
・
通
徳
寺
・
観
音
寺
・
善
覚
寺
・
等
光
寺
・
慈
音
寺
の
六
寺
で
あ
る
。

通
徳
寺
は
「
浄
土
真
宗
大
谷
派
」
で
「
佐
波
村
大
字
佐
波
」
に
あ
り
、「
開
基
了
慶
は
本
願
寺
第
八
世
蓮
如
に
帰
依
し
長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
二
月
、
一
寺
を
創
建
し
た
」
と
あ
る
が
、
や
は
り
「
寺
伝
に
依
れ
ば
、
元
天
台
宗
で
あ
っ
た
が
、
住
僧
了
慶
が
今
の

宗
旨
に
改
宗
し
た
と
言
う
。」
と
伝
承
を
報
告
し
て
い
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

三
〇
四
〕。
し
か
し
『
大
日
本
寺
院
総
覧
（
下

巻
）』
に
よ
る
と
、「
稲
葉
郡
佐
波
村
高
桑
」
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
と
さ
れ
て
い
る
〔
堀　

一
九
七
四　

一
七
三
五
〕。
高
桑

村
は
明
治
五
年
に
上
・
中
・
下
佐
波
が
合
併
さ
れ
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

二
二
一
～
二
二
二
〕、
さ
ら
に
明
治
三
〇
年
に
高
桑
・

佐
波
が
合
併
し
て
佐
波
村
と
な
っ
た
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

二
七
七
〕。

九
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善
覚
寺
も
「
宗
門
帳
」
で
は
高
桑
村
の
寺
院
と
さ
れ
て
い
る
。
善
覚
寺
を
檀
那
寺
と
す
る
人
は
二
人
確
認
さ
れ
た
。
善
覚
寺
は

「
真
宗
大
谷
派
」
で
あ
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

三
〇
五
〕。
善
覚
寺
は
、
現
在
の
大
垣
市
に
あ
っ
た
真
言
宗
寺
院
の
徳
聚
院
の
住

僧
善
覚
が
真
宗
の
僧
永
願
に
弟
子
と
な
り
徳
聚
院
を
善
覚
寺
と
改
称
し
、
移
転
を
繰
り
返
し
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
高
桑
村

に
寺
地
を
移
し
た
と
い
う
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

三
〇
六
〕。

等
光
寺
は
「
真
宗
本
願
寺
派
」
寺
院
で
あ
り
、「
創
建
は
不
詳
で
あ
る
」
が
、「
往
古
は
天
台
宗
に
所
属
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
が
、

明
徳
二
年
（
一
三
九
一
年
）」
に
真
宗
に
改
宗
し
た
と
あ
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

三
〇
七
〕。

慈
恩
寺
は
「
臨
済
宗
妙
心
寺
派
」
で
あ
り
、「
寺
伝
に
よ
れ
ば
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
高
桑
村
に
一
寺
を
創
建
し
て
慈
恩
寺
と

呼
ん
だ
」
と
あ
る
〔
柳
津
町　

一
九
七
二　

三
〇
八
〕。
す
る
と
「
佐
波
村
」
に
お
け
る
寺
院
は
、
す
べ
て
真
宗
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
興
味
深
い
の
は
、
正
蓮
寺
・
通
徳
寺
は
天
台
宗
、
善
覚
寺
は
真
言
宗
で
あ
っ
た
も
の
が
真
宗
に
改
宗
し
た
と
の
寺
伝
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
す
る
と
当
該
地
は
遅
く
と
も
一
五
世
紀
末
に
は
真
宗
地
域
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　三
、
下
佐
波
村
の
複
檀
家
制

江
戸
時
代
の
葬
送
儀
礼
は
、
寺
院
と
の
関
わ
り
が
強
い
の
で
、
下
佐
波
村
の
寺
檀
関
係
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ

う
に
当
地
は
複
檀
家
制
と
な
っ
て
い
る
。
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
「
宗
門
帳
」
に
は
、
下
佐
波
村
の
す
べ
て
の
人
の
名
前
と
檀

那
寺
・
宗
旨
、
お
よ
び
寺
院
が
あ
る
村
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
全
員
が
「
真
宗
」
寺
院
を
檀
那
寺
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
宗
門
帳
」
か
ら
下
佐
波
村
の
寺
院
で
檀
那
寺
を
み
る
と
、
隣
接
す
る
日
置
江
村
（
現
、
岐
阜
市
柳
津
町
）
の
善
了
寺
が

四
〇
人
で
十
八
・
一
％
で
あ
り
最
も
多
く
、
次
い
で
観
音
寺
が
三
十
四
人
で
十
五
・
三
％
で
あ
る
（
総
人
数
二
二
二
人
と
し
て
計
算
）。

観
音
寺
が
下
佐
波
村
に
あ
る
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
多
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
日
置
江
村
の
善
了
寺
を
檀
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那
寺
と
す
る
人
が
最
も
多
い
こ
と
は
、
蒲
池
に
従
う
な
ら
ば
、
当
該
地
は
日
置
江
村
の
人
た
ち
に
よ
る
新
田
開
発
が
行
わ
れ
た
地
で

あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
中
佐
波
村
の
等
光
寺
が
二
人
、
上
佐
波
村
の
正
蓮
寺
が
一
人
、
通
徳
寺
は
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
以
外
で
は
墨
俣
村
（
現
、
大
垣
市
墨
俣
町
）
の
満
福
寺
・
広
専
寺
・
本
正
寺
、
中
鶉
村
（
現
、
岐
阜
市
柳
津
町
中
鶉
。
上
佐
波
村

の
北
東
部
で
隣
接
）
の
万
智
寺
・
万
誓
寺
な
ど
で
、
下
佐
波
村
の
ま
わ
り
の
村
落
に
檀
那
寺
は
散
ら
ば
っ
て
い
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

本
論
の
趣
旨
で
は
な
い
の
で
、
複
檀
家
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、「
宗
門
帳
」
か
ら
簡
単
に
当
該
地
の
様
子
を

み
る
。
以
下
、（　

）
内
の
頁
番
号
は
断
り
の
な
い
限
り
『
柳
津
町
史　

佐
波
編
』
の
も
の
で
あ
る
。

檀
那
寺
の
所
在
地　
　
　
　
　

檀
那
寺
の
名
称　
　
　

人
物
名
（
戸
主
と
の
関
係
）

　

日
置
江
村　
　
　
　
　
　
　
　

善
了
寺　
　
　
　
　
　

庄
屋　
　
　
　

青
木
源
兵
衛

　

墨
俣
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

満
福
寺　
　
　
　
　
　

源
兵
衛
母

　

日
置
江
村　
　
　
　
　
　
　
　

善
了
寺　
　
　
　
　
　

源
兵
衛
女
房

　

日
置
江
村　
　
　
　
　
　
　
　

善
了
寺　
　
　
　
　
　

源
兵
衛
倅　
　

専
藏　
（
三
六
頁
）

庄
屋
家
の
宗
門
で
あ
る
。
戸
主
で
あ
る
青
木
源
兵
衛
と
そ
の
母
と
が
檀
那
寺
が
異
な
る
。
源
兵
衛
と
妻
が
同
じ
善
了
寺
を
檀
那
寺
と

し
て
い
る
の
で
、
子
と
両
親
の
檀
那
寺
と
の
関
係
の
規
則
制
を
こ
れ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
源
兵
衛
と
母
親
と

檀
那
寺
が
異
な
り
、
伜
專
蔵
は
源
兵
衛
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
父
か
ら
旦
那
寺
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

檀
那
寺
の
所
在
地　
　
　
　
　

檀
那
寺
の
名
称　
　
　

人
物
名
（
戸
主
と
の
関
係
）

　

墨
俣
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

満
福
寺　
　
　
　
　
　

庄
屋　
　
　
　

忠
八

　

竹
ヶ
鼻
村　
　
　
　
　
　
　
　

専
福
寺　
　
　
　
　
　

忠
八
女
房

　

竹
ヶ
鼻
村　
　
　
　
　
　
　
　

専
福
寺　
　
　
　
　
　

忠
八
娘　
　
　

や
ひ

　

竹
ヶ
鼻
村　
　
　
　
　
　
　
　

専
福
寺　
　
　
　
　
　

忠
八
倅　
　
　

金
蔵

一
一
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竹
ヶ
鼻
村　
　
　
　
　
　
　
　

専
福
寺　
　
　
　
　
　

忠
八
倅　
　
　

彌
惣
吉

　

竹
ケ
鼻
村　
　
　
　
　
　
　
　

専
福
寺　
　
　
　
　
　

忠
八
倅　
　
　

源
太
郎　
（
三
六
頁
）

同
じ
く
庄
屋
家
の
宗
門
で
あ
る
。
忠
八
と
女
房
の
檀
那
寺
が
異
な
る
が
、
娘
も
伜
も
す
べ
て
女
房
の
檀
那
寺
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

家
で
は
母
か
ら
子
へ
と
檀
那
寺
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

檀
那
寺
の
所
在
地　
　
　
　
　

檀
那
寺
の
名
称　
　
　

人
物
名

　

墨
俣
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

満
福
寺　
　
　
　
　
　

傳
四
郎

　

笠
松
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
証
寺　
　
　
　
　
　

傳
四
郎
女
房

　

笠
松
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
証
寺　
　
　
　
　
　

傳
四
郎
倅　
　

惣
吉

　

墨
俣
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

満
福
寺　
　
　
　
　
　

傳
四
郎
倅　
　

万
吉

　

笠
松
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
証
寺　
　
　
　
　
　

傳
四
郎
倅　
　

源
八　
（
三
八
頁
）

こ
の
家
族
で
は
三
人
の
息
子
の
う
ち
一
人
だ
け
が
母
と
同
じ
に
な
っ
て
お
り
、
子
に
よ
っ
て
旦
那
寺
が
異
な
る
事
例
と
な
っ
て
い
る
。

庄
屋
家
の
よ
う
に
ど
ち
ら
か
一
方
の
親
の
檀
那
寺
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
規
則
制
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

檀
那
寺
の
所
在
地　
　
　
　
　

檀
那
寺
の
名
称　
　
　

人
物
名

　

直
道
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
教
寺　
　
　
　
　
　

太
郎
作

　

中
鶉
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

了
福
寺　
　
　
　
　
　

太
郎
作
倅　
　

次
郎
作

　

坂
丸
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

圓
養
寺　
　
　
　
　
　

次
郎
作
母

　

中
鶉
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

了
福
寺　
　
　
　
　
　

次
郎
作
女
房

　

中
鶉
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

了
福
寺　
　
　
　
　
　

次
郎
作
倅　
　

安
五
郎

　

中
鶉
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

了
福
寺　
　
　
　
　
　

次
郎
作
娘　
　

く
に
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中
鶉
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

了
福
寺　
　
　
　
　
　

次
郎
作
娘　
　

か
の

　

直
道
村　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
教
寺　
　
　
　
　
　

次
郎
作
倅　
　

重
五
郎　
　
（
三
九
頁
）

太
郎
作
と
次
郎
作
は
親
子
で
あ
る
が
、
檀
那
寺
は
異
な
る
。
次
郎
作
は
父
と
母
の
い
ず
れ
の
檀
那
寺
も
引
き
継
い
で
い
な
い
。
そ
し

て
次
郎
作
の
子
は
、
重
五
郎
を
除
い
て
、
母
の
檀
那
寺
を
引
き
継
い
で
い
る
。
重
五
郎
だ
け
が
祖
父
の
願
教
寺
を
檀
那
寺
と
し
て
い

る
。以

上
四
家
族
だ
け
と
り
あ
げ
た
が
、
下
佐
波
村
で
の
複
檀
家
制
は
、
子
は
両
親
の
ど
ち
ら
か
の
檀
那
寺
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
原
則

と
し
な
が
ら
も
、
子
は
必
ず
父
か
母
の
一
方
の
檀
那
寺
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

四
、「
仮
葬
礼
」

（
一
）「
仮
葬
礼
」
内
容
と
参
列
者

あ
ら
た
め
て
「
仮
葬
・
本
葬
留
帳
」
を
紹
介
す
る
と
、『
岐
阜
県
史　

史
料
編　

近
世
八
』
の
項
目
に
は
「
厚
見
郡
下
佐
波
村
青

木
家
仮
葬
・
本
葬
留
帳
」
と
あ
り
、
表
紙
は
、

　

文
久
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
久
八

　
　

釋
尼
知
貞
死
去
仮
葬
留
帳

　
　
　

戌
　

六
月
十
二
日
午
刻
往
生

と
な
っ
て
い
る
〔
岐
阜
県　

一
九
七
二　

三
四
〇
〕。「
釋
尼
知
貞
」
と
の
戒
名
か
ら
死
者
が
女
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
釋
尼

知
貞
」
は
六
月
十
二
日
午
刻
に
往
生
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
農
繁
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
「
田
植
祭
中

ニ
　

付
仮
葬
礼
」〔
岐
阜
県 

一
九
七
二　

三
四
三
〕、
ま
た
「
六
月
十
二
日
仮
葬
之
儀
は
田
植
之
最
中

ニ
　

付
延
し
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
〔
岐
阜
県　

一
九
七
二 

一
三
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三
四
四
〕。
な
お
以
下
の
〔　

〕
内
に
入
れ
た
頁
番
号
は
、
断
り
が
な
い
限
り
『
岐
阜
県
史　

史
料
編　

近
世
八
』
の
頁
番
号
で
あ

る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

「
仮
葬
礼
」
は
亡
く
な
っ
た
翌
日
の
十
三
日
に
火
葬
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
、「
六
月
十
三
日　

火
屋
拵
大
工
」〔
三
四
二
頁
〕
と
あ

る
こ
と
、「
灰
葬
」
が
十
四
日
に
行
わ
れ
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
〔
三
四
三
頁
〕。
こ
の
と
き
に
用
意
さ
れ
た
も
の

は
、
棺
桶
（
一
つ
）、
輿
（
一
つ
）、
く
げ
（
六
つ
）、
よ
ふ
布
（
一
反
）、
中
菓
子
（
三
十
二
）、
へ
り
と
り
（
四
枚
）、
新
莚
（
五
枚
）、

小
灯
篭
（
十
一
）、
大
灯
篭
（
一
つ
）、
草
履
（
男
二
十
足
、
女
二
十
足
）、
五
合
ひ
し
ゃ
く
（
一
本
）、
晒
木
綿
（
一
反
）、
上
晒
布

（
一
反
）、
手
桶
（
一
つ
）、
た
ら
い
（
一
つ
）、
と
も
し
ま
つ
、
ば
ん
茶
（
八
百
匁
）、
勝
手
用
と
し
て
な
す
び
（
九
十
五
）、
よ
ふ
ひ

し
ゃ
く
（
一
本
）、
ま
た
「
外
に
」
と
し
て
烟
草
（
一
丸
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
油
揚
、
き
ゅ
う
り
、
蝋
燭
、
小
厚
紙
、
白

檀
、
松
陰
、
八
重
桜
な
ど
が
購
入
さ
れ
て
い
る
〔
三
四
一
～
三
四
二
頁
〕。「
く
げ
」
と
は
供
華
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
人
足
と
し
て
、「
辰
左
衛
門
・
喜
平
次
・
平
左
衛
門
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
使
い
や
買
い
物
役
と
し
て
「
又
吉
・
仙

左
衛
門
・
友
七
・
喜
平
二
・
辰
左
衛
門
・
佐
七
・
喜
兵
治
・
平
左
衛
門
・
作
兵
・
甚
平
・
八
十
郎
」
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

〔
三
四
一
～
三
四
二
頁
〕。
こ
の
中
の
「
喜
平
次
」「
喜
平
二
」「
喜
兵
治
」
は
同
一
人
物
で
は
な
い
か
。

「
仮
葬
礼
」
の
当
日
十
三
日
に
、
火
屋
が
大
工
「
重
右
衛
門
・
安
兵
衛
」
に
よ
っ
て
拵
え
ら

れ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
〔
三
四
二
頁
〕。
火
屋
が
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
火
屋
は

常
設
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
図
Ⅰ
が
火
屋
の
図
（
火
屋
寸
尺
留
）
で
あ
る
が
、
か
な

り
大
が
か
り
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
「
野
道
具
拵
」
と
し
て
、「
喜
兵
衛
・
和
兵
衛
・
久
四
郎
・
宅
之
丞
・
正
三
郎
・
倉

七
・
又
吉
」
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
〔
三
四
二
頁
〕。
た
だ
し
正
三
郎
以
下
三
名
は
「
昼

後
よ
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。

図Ⅰ　火屋寸尺留（『岐阜県史 史料編』
三四三頁より転載）
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さ
て
、
仮
葬
礼
は
西
方
寺
住
主
番
僧
一
人
（
供
二
人
）
と
観
音
寺
住
主
（
供
二
人
）
と
で
行
わ
れ
、
下
役
と
し
て
「
村
方
之
」
松

平
、「
東
鶉
村
下
役
」
仁
三
郎
の
二
人
が
あ
た
っ
た
〔
三
四
三
頁
〕。
そ
し
て
、

　
　

田
植
最
中

ニ
　

付
仮
葬
礼

　
　

役
割　

左
之
通
り

一　

宿
坊
御
案
内　
　

新
兵
衛

一　

惣
案
内　
　
　
　

青
木
正
三
郎

一　

女
中

一　

盛
物　
　
　
　
　

佐
合
昇
齊
・
青
木
八
右
衛
門
・
奥
田
初
右
衛
門
・
青
木
靏
太
郎

一　

花
瓶　
　
　
　
　

青
木
應
助
・
青
木
久
兵
衛

一　

靏
龜　
　
　
　
　

武
山
與
一
郎
・
青
木
源
兵
衛

一　

香
炉　
　
　
　
　
（
加
納
郡
）
青
木
順
造

一　

位
牌　
　
　
　
　

青
木
久
八

一　

輿　
　
　
　
　
　

青
木
助
四
郎
・
青
木
久
之
丞
・（
二
ツ
木
）
奥
田
彌
左
衛
門
・（
富
田
）
春
日
井
兵
三
郎

一　

燈
籠　
　
　
　
　

青
木
太
兵
衛
・
渡
邊
甚
助

一　

四
燈
六
道　
　
　
（
村
方
之
）
親
類

ニ
　

て
持

一　

無
役

ニ
　

て
送
る　

 

青
木
松
軒

一　

留
守
居　
　
　
　

青
木
宅
之
丞
・
青
木
友
七
・
小
河
久
四
郎

と
記
さ
れ
て
い
る
〔
三
四
三
頁
〕。
こ
の
葬
礼
は
「
青
木
久
八
」
家
の
も
の
で
あ
り
、「
久
八
」
は
位
牌
持
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
葬
礼
は
「
久
八
」
の
母
か
妻
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
岐
阜
市
の
北
部
に
あ
る
大
洞
で
は
「
嫁
の
死
ん
だ

一
五

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



時
は
、
夫
は
送
ら
な
か
っ
た
」
と
の
報
告
も
あ
る
〔
岐
阜
市　

一
九
七
七　

六
八
七
〕。
下
佐
波
村
で
の
当
時
の
習
慣
は
わ
か
ら
な

い
が
、
少
な
く
と
も
現
在
聞
く
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
お
い
て
、「
昔
は
子
が
死
ん
だ
と
き
に
は
親
や
祖
父
母
は
出
な
い
が
、
嫁
が

死
ん
だ
時
に
、
夫
が
出
な
い
、
あ
る
い
は
逆
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
子
が
死
ん
で
祖
母
も
出
な
か
っ
た
葬
式
を
み

た
覚
え
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
筆
者
調
査
）。
現
在
知
り
得
る
下
佐
波
の
話
し
を
総
合
し
て
も
、
故
人
は
「
久
八
」
の
母
か

妻
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
「
四
燈
六
道
」
が
「（
村
方
之
）
親
類

ニ
　

て
持
」
と
あ
る
。
ま
た
安
政
三
年
の
「
惣
人
数
目
録
」
を
確
認
す
る
と
、
青
木
久
兵

衛
は
庄
屋
で
あ
り
、
儀
平
・
庄
三
郎
・
八
右
衛
門
・
牧
右
衛
門
・
源
十
郎
が
組
頭
と
な
っ
て
い
る
が
〔
柳
津
町　

一
九
七
二 

三
五
〕、
こ
の
中
で
、「
仮
葬
礼
」
に
関
わ
っ
た
人
物
は
、
庄
屋
の
青
木
久
兵
衛
、
組
頭
の
庄
三
郎
（
正
三
郎
で
あ
ろ
う
）
と
八
右
衛

門
だ
け
で
あ
る
。
村
役
人
の
す
べ
て
が
関
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
庄
屋
家
の
葬
儀
な
が
ら
、
村
全
体
の
も
の
で
は
な

く
、
親
類
縁
者
を
中
心
と
す
る
限
定
さ
れ
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
「
仮
葬
礼
」
が
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。「
仮
葬
礼
」
は
農
繁
期
ゆ
え

に
「
村
」
と
し
て
の
葬
儀
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
佐
合
昇
齊
・
奥
田
初
右
衛
門
・
武
山
與
一
郎
・
小
河

久
四
郎
の
よ
う
に
青
木
姓
で
は
な
い
人
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、「
本
葬
・
仮
葬
留
帳
」
の
終
り
の
方
で
記
述
さ
れ
た

「
閏
八
月
香
奠
返
し
」
の
中
に
も
見
ら
れ
、
そ
こ
で
は
住
居
地
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
佐
合
昇
哉
は
「
下
川
手
」、
武
山

與
一
郎
は
「
園
城
寺
」、
奥
田
初
右
衛
門
は
「
上
宿
」、
奥
田
彌
左
衛
門
は
「
二
ツ
木
」、
春
日
井
兵
三
郎
は
「
富
田
」
と
な
っ
て
い

る
〔
三
五
三
頁
〕。
こ
れ
ら
の
人
々
は
村
人
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
七
回
忌
法
謝
」
と
し
て
武
山
與
一
郎
は

二
朱
、
奥
田
彌
左
衛
門
は
弐
百
文
を
出
し
て
い
る
〔
三
五
三
頁
〕。
こ
の
こ
と
を
も
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
青
木
久

八
家
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
故
人
「
釋
尼
知
貞
」
と
の
親
類
と
し
て
の
関
係
は
か
な
り
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

す
る
と
、「
仮
葬
礼
」
は
「
社
会
的
（
地
縁
に
基
づ
く
）」
な
意
味
に
お
け
る
葬
儀
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
仮
葬
礼
」
で
遺
体
は
火
葬
さ
れ
、
灰
葬
が
行
わ
れ
る
が
、
埋
骨
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
遺
骨
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
た
の
か
。
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「
岐
阜
県
輪
中
地
区
民
俗
資
料
報
告
書
（
１
）
の
「
加
納
輪
中
」（
下
佐
波
を
含
む
輪
中
）
で
は
、「
大
正
年
代
ま
で
は
ふ
つ
う
墓
地

に
お
い
て
葬
式
を
行
な
っ
た
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
岐
阜
県
教
育
委
員
会　

一
九
六
八
・
一
九
九
六　

一
五
〇
・
二
六
二
〕。「
下
佐

波
村
村
鑑
」
に
は
「
一
墓
所
、
長
八
間
・
幅
九
間
に
て
、
二
拾
畝
拾
弐
歩
、
一
ヶ
所
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
〔
柳
津
町　

一
九
七
二 

一
一
四
〕、「
墓
所
」
に
火
屋
が
作
ら
れ
、
灰
葬
後
、
す
ぐ
に
埋
骨
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
本
史
料
は
支
出
金
額
の
記
録
の
性
格
が

強
い
の
で
、
具
体
的
な
葬
儀
次
第
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。

（
二
）「
仮
葬
礼
」
と
「
斎
」

灰
葬
は
翌
朝
で
あ
る
。
そ
し
て
「
右
灰
葬
相
済
候
、
夫
よ
り
三
日
後
被
相
勤
候
」
と
し
て
、「
斎
」
の
膳
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
詳
細
に
記
さ
れ
た
史
料
で
あ
り
な
が
ら
、「
仮
葬
礼
」
に
お
い
て
「
斎
」
に
つ
い
て
の
記
述
は

み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、「
岐
阜
県
輪
中
地
区
民
俗
資
料
報
告
書
（
２
）」
の
「
桑
原
輪
中
」
に
お
い
て
、「
第
２
次
大
戦
前
ま
で
は
葬
儀
は

２
日
間
に
わ
た
っ
た
。
初
日
の
午
后
（
２
時
～
４
時
頃
）
出
棺
し
、「
骨
あ
げ
」
は
翌
日
の
午
前
（
10
時
頃
）
に
お
こ
な
っ
て

い
た
が
、
戦
争
中
か
ら
、
そ
の
日
の
午
前
中
（
10
時
～
11
時
）
に
出
棺
し
、
午
后
（
３
時
～
４
時
頃
）
骨
あ
げ
と
３
日
の
お
つ

と
め
（
し
し
ょ
う
寺
の
読
経
）
を
す
ま
し
て
し
ま
う
習
慣
に
な
り
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。」
と
あ
る
〔
岐
阜
県
教
育
委
員
会 

一
九
六
九
・
一
九
九
六　

一
三
三
・
四
三
五
〕。「
桑
原
輪
中
」
は
「
竹
ヶ
鼻
町
・
江
吉
良
村
・
福
寿
村
・
堀
津
村
・
上
中
島
村
・

下
中
島
村
・
小
藪
村
（
以
上
明
治
40
年
代
の
市
町
村
劃
名
）
を
範
囲
と
す
る
地
域
を
い
う
。」
と
あ
り
〔
岐
阜
県
教
育
委
員
会 

一
九
六
九
・
一
九
九
八　

九
七
・
三
九
九
〕、
下
佐
波
と
は
比
較
的
近
い
地
域
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
か
ら
、
も
と
も
と
は
「
出
棺
→

野
辺
の
送
り
→
火
葬
（
儀
礼
）
→
灰
葬
→
三
日
の
お
勤
め
」
が
一
連
の
葬
儀
の
流
れ
で
あ
り
、
火
葬
が
二
日
に
渡
る
こ
と
か
ら
、
灰

葬
が
三
日
目
に
あ
た
り
、「
右
灰
葬
相
済
候
、
夫
よ
り
三
日
後
被
相
勤
候
」
は
灰
葬
後
の
お
勤
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
三
日

後
の
お
勤
め
」
に
は
献
立
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

一
七

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



　

平　
　
　

長
芋
・
青
こ
ん
ふ
結
・
せ
ん
ま
い

　

汁　
　
　

赤
味
噌
・
豆
腐

　

生
酢　
　

う
と
・
す
あ
え

　

ち
よ
く　

ひ
し
き
白
あ
へ

　

め
し

　

酒

　

重
引　
　

角
麩
・
く
ず
煮

　

丼　
　
　

豆
腐
（
や
っ
こ
）　
〔
三
四
三
頁
〕

「
三
日
後
の
お
勤
め
」
が
葬
儀
の
一
連
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
「
斎
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ

う
に
、「
本
葬
礼
」
で
は
「
斎
」
の
記
述
が
あ
り
、「
仮
葬
礼
」
の
三
日
後
に
も
「
斎
」
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
桑
原
輪
中
」

で
は
「
葬
儀
の
日
に
は
、
会
葬
者
に
「
オ
ト
キ
」
を
出
す
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
な
く
な
り
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る

〔
岐
阜
県
教
育
委
員
会　

一
九
六
九
・
一
九
九
六　

一
三
三
・
四
三
五
〕。
下
佐
波
村
は
「
桑
原
講
中
」
で
は
な
い
が
、
近
隣
輪
中
の
報

告
か
ら
、
当
該
地
で
も
、
葬
儀
で
は
「
斎
」
が
出
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
仮
葬
礼
」
で
「
斎
」

に
つ
い
て
の
記
録
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
仮
葬
礼
」
に
お
い
て
「
斎
」
が
な
か
っ
た
と
み
る
の
が
史
料
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
妥
当

で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
こ
に
「
仮
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
件
に
関
し
て
は
後
述

す
る
。

（
三
）「
仮
葬
礼
」
と
寺
院

　
「
仮
葬
礼
」
に
関
わ
っ
た
寺
院
は
、
西
方
寺
と
観
音
寺
で
あ
る
。

　

仮
葬
の
節
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西
方
寺
住
主　
　
　

観
音
寺
住
主

　
　

番
僧
壱
人　
　
　
　

供　

弐
人

　
　

供　

弐
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
記
さ
れ
て
い
る
〔
三
四
三
頁
〕。
そ
し
て
西
方
寺
に
は
「
金
弐
朱
」、
観
音
寺
に
は
「
銭
弐
百
文
」
が
支
払
わ
れ
て
い
る
〔
三
四
八

頁
〕。
ま
た
「
西
方
寺
・
観
音
寺
へ
礼

ニ
　

ツ
ギ
上
下

ニ
　

て
廿
七
日

ニ
　

久
兵
衛
・
助
四
郎
両
人
行
」
と
の
記
述
も
あ
り
〔
三
四
八
頁
〕、「
仮

葬
礼
」
に
は
西
方
寺
と
観
音
寺
が
関
わ
っ
た
が
、
礼
の
金
額
か
ら
、「
仮
葬
礼
」
は
西
方
寺
が
中
心
と
な
っ
て
営
ま
れ
た
と
い
え
る
。

ま
た
、

　

十
四
日　

灰
葬

　

一　

西
方
寺
院
主　
　
　
　
　
　
　

一　

観
音
寺　
　
　
　

　
　
　
　

番
僧
壱
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
主
壱
人　
　
　
　
　

　
　
　
　

供　

壱
人

と
あ
り
〔
三
四
三
頁
〕、
こ
の
二
寺
は
灰
葬
に
も
関
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
一　

七
日
迄　

観
音
寺　

七
日

ニ
　

西

方
寺
」
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
〔
三
四
三
頁
〕。
七
日
ま
で
は
観
音
寺
が
関
わ
り
、
初
七
日
に
は
西
方
寺
が
関
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。

観
音
寺
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
下
佐
波
村
内
に
あ
る
唯
一
の
寺
院
で
あ
る
。
天
明
三
年
の
「
宗
門
帳
」
で
は
下
佐
波
村
内
で

観
音
寺
を
檀
那
寺
と
す
る
人
の
割
合
は
十
五
・
三
％
で
あ
っ
た
。

西
方
寺
は
「
佐
波
村
」
の
寺
院
で
は
な
い
。「
宗
門
帳
」
で
は
西
方
寺
は
「
足
近
村
」
と
な
っ
て
い
る
。
全
日
本
仏
教
会
寺
院
名

鑑
刊
行
会
編
纂
の
『〈
改
定
題
三
版
〉
全
国
寺
院
名
鑑
―
中
部
篇
―
』
に
よ
る
と
、「
西
方
寺
（
太
子
寺　

真
宗
（
大
谷
派
）
羽
島
市

足
近
町
直
道
六
〇
一　

本
尊　

秘
仏
阿
弥
陀
如
来
（
聖
徳
太
子
作
）
阿
弥
陀
如
来
（
鎌
倉
期
宣
如
下
付
））
で
あ
り
、
由
緒
は
「
推

一
九

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



古
帝
二
〇
年
聖
徳
太
子
七
堂
伽
藍
を
建
立
し
太
子
寺
を
称
し
四
八
院
の
随
一
。
弘
仁
二
年
最
澄
が
来
院
し
同
八
年
法
相
宗
を
天
台
宗

に
改
宗
。
保
元
平
治
の
こ
ろ
相
州
寺
田
の
城
主
渋
谷
金
王
丸
出
家
し
寺
田
山
と
号
し
た
。
の
ち
に
祐
俊
が
親
鸞
に
帰
依
し
本
宗
に
改

宗
。
西
円
坊
と
改
名
。」
と
な
っ
て
い
る
〔
全
日
本
仏
教
会
寺
院
名
鑑
刊
行
会　

一
九
六
九　

一
八
〇
〕。

ま
た
堀
由
蔵
編
の
『
大
日
本
寺
院
総
覧
（
下
）』
に
は
、「
眞
大
、
別
助
音
。
羽
島
郡
足
近
村
直
道
に
在
り
。
推
古
天
皇
二
十
年
、

聖
徳
太
子
の
建
立
に
係
り
太
子
自
刻
の
阿
彌
陀
如
來
を
本
尊
と
な
す
。
嘉
禎
年
間
、
相
州
寺
田
城
主
の
息
祐
善
當
寺
に
住
し
、
親

鸞
上
人
に
歸
衣
し
て
西
圓
と
號
し
、
も
と
天
台
宗
な
り
し
を
改
め
て
眞
宗
と
な
す
。
天
正
年
間
織
田
信
長
其
臣
彌
八
に
此
寺
を
燒
か

し
め
し
が
、
後
、
再
建
し
て
現
今
に
至
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
〔
堀　

一
七
七
四　

一
七
一
〇
〕。
こ
の
二
つ
の
記
述
を
合
せ
る
と
、

西
方
寺
は
「
法
相
宗
→
天
台
宗
→
真
宗
」
と
改
宗
を
繰
り
返
し
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
足
近
村
直
道
は
下
佐
波
村
境
を
流
れ
る
境
川
の
対
岸
に
位
置
し
、
西
方
寺
は
境
川
近
く
に
あ
る
。
下
佐
波
村
の
す
ぐ
近
く
に

あ
る
寺
院
で
あ
る
。「
宗
門
帳
」
で
は
西
方
寺
を
檀
那
寺
と
す
る
人
は
二
人
だ
け
で
あ
る
が
確
認
で
き
る
。「
本
葬
礼
」
も
含
め
て
西

方
寺
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
故
人
の
檀
那
寺
が
西
方
寺
で
あ
っ
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。

五
、
本
葬
礼

（
一
）「
本
葬
礼
」
の
内
容
と
関
わ
っ
た
人
々

「
仮
葬
礼
」
後
、
一
七
日
な
ど
が
行
わ
れ
る
が
、「
六
月
十
二
日
仮
葬
之
儀
は
田
植
之
最
中

ニ
　

付
延
置
、
二
七
日
当
り
本
葬

ニ
　

致
し

候
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
〔
三
四
四
頁
〕。
死
亡
直
後
は
田
植
え
で
忙
し
か
っ
た
が
、
二
週
間
経
て
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
と
い
う

こ
と
か
。
そ
こ
で
二
七
日
を
「
本
葬
礼
」
と
し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。「
本
葬
礼
」
が
行
わ
れ
た
の
は
「
六
月
廿
五
日
正
四
ツ
時
」

で
あ
る
（
三
四
五
頁
）。

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
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「
本
葬
礼
」
に
お
い
て
も
人
の
割
り
振
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
記
さ
れ
て
い
る
の
が
「
斎
方
役
割
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
は

「
酢
あ
へ
方
・
汁
方
・
坪
方
・
平
方
・
酒
方
・
飯
方
・
膳
椀
方
・
重
引
台
引
・
元
〆
・
供
方
給
仕
（
酒
方
・
重
引
・
平
方
）・
米
方

元
〆
・
洗
方
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
役
に
つ
く
人
は
一
つ
で
最
低
二
人
、
多
い
役
で
は
八
人
（
酒
方
）
と
な
っ
て
お

り
、「
本
葬
礼
」
の
斎
の
膳
は
大
が
か
り
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
そ
の
役
割
分
担
で
出
て
く
る
名
前
を

あ
げ
る
と
「
林
内
・
多
四
郎
・
多
助
・
勝
平
・
和
平
衛
・
貞
四
郎
・
萬
右
衛
門
・
孫
吉
・
九
左
衛
門
・
喜
兵
衛
・
倉
七
・
又
吉
・
正

三
郎
・
茂
七
・
太
兵
衛
・
作
平
・
周
八
・
作
左
衛
門
・
清
九
郎
・
茂
助
・
清
右
衛
門
・
貞
助
・
喜
平
二
・
久
平
・
由
右
衛
門
・
文
四

郎
・
源
六
・
孫
四
郎
・
平
左
衛
門
・
圓
六
・
兵
助
・
新
左
衛
門
・
新
兵
衛
・
松
太
郎
・
啓
次
郎
・
祐
治
郎
・
彌
左
衛
門
・
平
次
郎
・

房
吉
・
七
三
郎
・
勘
之
助
・
徳
右
衛
門
・
卯
作
・
六
平
衛
・
啓
蔵
・
辰
左
衛
門
・
清
五
郎
・
久
内
・
金
助
・
善
四
郎
・
惣
四
郎
・
専

左
衛
門
・
重
右
衛
門
・
喜
助
・
粂
右
衛
門
・
次
郎
右
衛
門
・
宅
左
衛
門
・
庄
助
・
春
吉
（
下
男
）・
お
う
た
・
お
と
ふ
・
お
い
く
・

大
工
圓
六
女
房
・
小
な
み
・
ひ
さ
の
・
お
き
せ
・
お
ひ
な
」
と
な
っ
て
い
る
〔
三
四
四
頁
〕。
こ
の
中
で
「
仮
葬
礼
」
に
お
い
て
も

準
備
係
を
務
め
た
の
は
、「
喜
兵
衛
・
倉
七
・
又
吉
・
正
三
郎
・
作
平
・
喜
兵
二
・
和
平
衛
・
平
左
衛
門
・
辰
左
衛
門
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
仮
葬
礼
」
と
「
本
葬
礼
」
と
で
は
、
準
備
に
関
わ
っ
た
人
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
仮
葬
礼
」
は
田
植
え
で

忙
し
く
、
お
そ
ら
く
は
葬
式
の
地
縁
的
互
助
組
織
に
よ
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
準
備
だ
け
は
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
本

葬
礼
」
に
お
い
て
は
、「
仮
葬
礼
」
と
比
べ
る
と
か
な
り
大
人
数
が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
は
な
く
、
苗
字
が
記

さ
れ
て
い
な
い
の
で
親
縁
関
係
ま
で
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
地
縁
関
係
と
し
て
も
、「
仮
葬
礼
」
よ
り
は
広
い
範
囲
の
人
々
が

関
わ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

「
本
葬
礼
」
で
も
「
仮
葬
礼
」
と
同
様
に
役
割
分
担
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

六
月
廿
五
日
正
四
ツ
時

　
　

本
葬
役
割

二
一

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



　

導
師
案
内　
　
　
　

青
木
長
右
衛
門

　

惣
案
内　
　
　
　
　

小
川
権
重
郎

　

女
中

　

寺
方
案
内　
　
　
　

林
牧
左
衛
門

十
二
光
師　
　
　
　
（
カ
ノ
ア
ラ
丁
）
長
井
金
蔵
・
山
田
彦
四
郎
・（
關
）
小
嶋
甚
助
・
青
木
和
兵
衛
・
川
瀬
三
之
進
・
青
木
清

九
郎
・
青
木
倉
七
・（
當
衛
）
尾
關
仁
三
郎
・
青
木
又
吉
・
青
木
友
七
・
青
木
太
助
・
青
木
喜
久
二
郎
・

岡
田
丈
太
郎
・（
ス
カ
）
豊
嶋
政
七

　

四
燈　
　
　
　
　
　
（
坂
牧
）
山
田
宅
蔵
・（
圓
城
寺
）
武
山
安
次
郎
・（
カ
ノ
）
尾
關
平
兵
衛
・
渡
邊
敷
兵
衛

盛
物　
　
　
　
　
　

青
木
八
右
衛
門
・
安
田
林
六
・
小
河
忠
兵
衛
・
則
武
曾
平
・（
川
手
）
佐
相
昇
齊
・（
カ
ノ
）
松
波
義
太

郎
・（
圦
方
）
石
原
竹
三
郎
・（
當
衛
）
小
野
次
三
郎
・（
カ
ノ
）
尾
關
仁
兵
衛
・（
二
ツ
木
村
）
奥
田
幸

平
・
青
木
友
七

　

花　
　
　
　
　
　
　

青
木
啓
次
郎
・
武
山
榮
三
郎
・
お
し
や
う
・
お
た
つ

　
（
五
具
足
）　　
　
　

花
瓶　

青
木
久
兵
衛
・
青
木
應
助

　
（
五
具
足
）　　
　
　

靏
龜　

武
山
與
一
郎
・
青
木
源
兵
衛

　

香
炉　
　
　
　
　
　

青
木
順
造

　

位
牌　
　
　
　
　
　

青
木
久
八

　

輿　
　
　
　
　
　
　

小
嶋
清
六
・
青
木
助
四
郎
・
奥
田
彌
左
衛
門
・
青
木
久
之
丞

　

燈
籠　
　
　
　
　
　

渡
邊
甚
助
・
青
木
太
兵
衛
・
春
日
井
兵
三
郎
・
奥
田
初
右
衛
門

　

棺
附　
　
　
　
　
　

青
木
松
軒

マ
テ
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野
礼　
　
　
　
　
　

小
川
新
左
衛
門
・
青
木
久
八
・
青
木
助
四
郎
門

　

門
礼　
　
　
　
　
　

青
木
助
四
郎
・
青
木
友
七

　

出
棺
後
留
守
居　
　

宅
之
丞
・
正
三
郎
・
新
兵
衛
・
貞
四
郎　
　
　
　
　
〔
三
四
五
頁
〕

こ
れ
か
ら
も
「
仮
葬
礼
」
に
比
べ
て
「
本
葬
礼
」
の
方
が
大
規
模
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
右
の
「
役
割
」
に
続
け
て
焼
香

の
順
番
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

焼
香
順
番

　

導
師
西
方
寺

　
　

小
川
新
左
衛
門　

青
木
久
八　
　
　

青
木
助
四
郎

　
　

青
木
松
軒　
　
　

小
嶋
清
六　
　
　

武
山
一
郎

　
　

青
木
久
兵
衛　
　

奥
田
彌
左
衛
門　

青
木
順
造

　
　

佐
合
昇
齊　
　
　

青
木
久
之
丞　
　

渡
邊
甚
助

　
　

春
日
井
兵
三
郎　

奥
田
初
右
衛
門　

青
木
太
兵
衛

　
　

石
原
竹
三
郎　
　

松
波
義
太
郎　
　

小
野
次
三
郎　
不　　
参

　
　

尾
關
仁
兵
衛　
　

後
　

尾
關
平
兵
衛　

 

先
　

尾
關
仁
三
郎　
不　　
参

　
　

小
嶋
清
九
郎　
　

青
木
慶
次
郎

　

外
ニ

　

女
焼
香　

別
場
机
持
参　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  〔
三
四
五
～
三
四
六
頁
〕

「
不
参
」
と
の
語
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
焼
香
す
る
人
が
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
岐
阜
市
鶉
で
は

「
以
前
の
焼
香
は
親
子
・
身
内
だ
け
で
あ
っ
た
。
祭
壇
の
設
け
ら
れ
る
前
（
昭
和
三
七
年
に
は
ま
だ
無
か
っ
た
）
は
、
行
列
を
組
ん

で
墓
所
ま
で
並
ん
で
送
っ
て
い
き
、
そ
こ
で
焼
香
し
た
。」
と
あ
る
〔
岐
阜
市　

一
九
七
七　

六
八
五
〕。
鶉
村
は
「
佐
波
村
」
に
隣

二
三

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



接
す
る
。

ま
た
こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
が
あ
る
。「
外

ニ
　

女
焼
香　

別
場
机
持
参
」
と
の
記
述
で
あ
る
。
女
性
の
焼
香
は
別
の
場
に
机
を
持
っ

て
き
て
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
男
女
の
葬
礼
へ
の
関
わ
り
方
が
違
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。「
岐
阜
県
輪
中
地
区
民
俗
資
料
報
告
書

（
３
）　

高
須
輪
中
」
で
は
「
女
子
は
焼
香
順
に
加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
現
今
で
は
女
子
も
行
な
う
よ
う
に
変
わ
っ
て
来
た
。
し

か
し
、
男
子
の
親
族
が
１
通
り
す
ん
で
か
ら
で
あ
る
。」
と
あ
る
〔
岐
阜
県
教
育
委
員
会　

一
九
七
〇
・
一
九
九
六 

六
八
・
五
四
〇
〕。

本
史
料
か
ら
、
女
性
の
焼
香
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
男
子
と
は
別
の
机
が
出
さ
れ
た
形
で
あ
り
、
男
女
の
区
別
は
明
確
に
な
さ
れ

て
い
る
。
料
理
な
ど
の
準
備
は
割
り
振
ら
れ
て
い
る
が
、
葬
礼
そ
の
も
の
へ
の
関
わ
り
は
、
男
性
中
心
で
あ
り
、
社
会
へ
の
女
性
の

関
わ
り
が
低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
二
）「
本
葬
礼
」
と
寺
院

「
焼
香
順
番
」
の
項
に
「
導
師
西
方
寺
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
〔
三
四
五
頁
〕、「
本
葬
礼
」
も
西
方
寺
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。「
本
葬
礼
」
の
礼
と
し
て
「
院
主　

金
弐
百
疋
」
と
あ
る
〔
三
四
八
頁
〕。
他
の
記
述
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、「
院
主
」
は
西

方
寺
の
僧
侶
で
あ
ろ
う
。
ま
た
通
徳
寺
・
等
光
寺
・
正
蓮
寺
・
廣
專
寺
・
淨
慶
寺
に
対
し
て
も
「
銭
弐
百
文
」
ず
つ
出
さ
れ
て
い

る
〔
三
四
九
頁
〕。
し
か
し
観
音
寺
に
関
し
て
は
「
本
葬
礼
」
に
お
け
る
「
礼
」
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
本

葬
礼
」
は
西
方
寺
を
中
心
と
し
て
、
観
音
寺
以
外
の
上
で
あ
げ
た
寺
院
が
従
的
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
通
徳

寺
・
等
光
寺
・
正
蓮
寺
は
「
佐
波
村
」
の
寺
院
で
あ
る
が
、
廣
專
寺
は
「
宗
門
帳
」
に
は
「
墨
俣
村
」
と
あ
り
、
廣
専
寺
を
檀
那
寺

と
す
る
人
物
が
十
一
人
い
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
・
〇
％
に
あ
た
る
。
淨
慶
寺
は
『
大
日
本
寺
院
総
覧
（
下
巻
）』
に
よ
る
と
「
南
長

森
村
」
に
あ
る
寺
院
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
〔
堀　

一
九
七
四　

一
七
一
五
〕、
淨
慶
寺
を
檀
那
寺
と
す
る
人
は
み
ら
れ
な
い
。
墨

俣
村
は
「
佐
波
村
」
の
近
く
で
あ
る
。
南
長
森
村
も
多
少
の
距
離
は
あ
る
が
遠
く
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
方
寺
と
の

「
礼
」
の
額
の
大
き
な
違
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
寺
院
の
関
わ
り
は
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
観
音
寺
が

関
わ
っ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
佐
波
村
」
以
外
の
寺
院
が
関
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
理
由
は
史
料
的
に
は
不
明
で
あ
る
。
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た
だ
し
観
音
寺
は
「
本
葬
礼
」
に
は
関
わ
ら
な
い
が
灰
葬
か
ら
初
七
日
ま
で
と
、
三
十
五
日
に
は
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指

摘
し
た
。

こ
の
こ
と
は
観
音
寺
が
地
縁
的
関
係
性
の
中
で
「
仮
葬
礼
」
に
関
わ
っ
た
可
能
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
点
で
は
通
徳
寺
・
等
光
寺
・
正
蓮
寺
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
宗
門
帳
」
で
二
番
目
に
檀
那
寺
と
す
る
人
が
多
か
っ
た
観

音
寺
が
「
本
葬
礼
」
に
関
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。『
大
日
本
寺
院
総
覧
（
下
巻
）』
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
寺
院
の
格
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
観
音
寺　

眞
大　

内
陣
」〔
堀　

一
九
七
四　

一
七
〇
一
〕、「
通
徳
寺　

眞
大　

助
音
」

〔
堀　

一
九
七
四　

一
七
三
一
〕、「
等
光
寺　

眞
本
、
内
列
」〔
堀　

一
九
七
四　

一
七
三
六
〕、「
等
光
寺　

眞
本
、
内
列
」〔
堀 

一
九
七
四　

一
七
三
六
〕、「
正
蓮
寺　

眞
本
、
別
助
音
」〔
堀　

一
九
七
四　

一
七
一
九
〕、「
廣
專
寺　

眞
本
、
院
家
」〔
堀 

一
九
七
四　

一
七
〇
六
〕、「
浄
慶
寺　

眞
本　

内
列
」〔
堀　

一
九
七
四　

一
七
一
五
〕
と
あ
る
。
堀
に
よ
る
と
、
寺
院
の
序
列
は
、

眞
大
…
眞
宗
大
谷
派

〔
等
級
〕
本
山
―
五
ケ
寺
―
巡
讃
―
國
巡
讃
―
別
格
由
緒
地
―
準
由
緒
地
―
一
等
別
音
地
―
二
等
別
音
地
―
別
助
音
地
―
助
音
地
―

院
家
―
内
陣
―
餘
間
―
飛
櫓
―
平
僧

眞
本
…
眞
宗
本
願
寺
派

〔
等
級
〕
本
山
―
別
格
―
上
座
―
本
座
―
内
列
―
餘
間
―
脇
間
―
外
列
―
平
僧
〔
堀　

一
九
七
四　

二
〕

と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
観
音
寺
は
右
で
あ
げ
た
寺
院
の
中
で
最
も
等
級
が
低
い
こ
と
に
な
る
。
村
内
で

の
檀
那
寺
と
す
る
人
の
数
は
二
番
目
に
多
か
っ
た
が
寺
院
と
し
て
の
序
列
は
低
い
。
岐
阜
県
伊
香
郡
米
原
町
米
原
（
現
、
米
原
市
）

は
真
宗
地
域
で
あ
る
が
、
米
原
の
集
落
に
あ
る
寺
院
は
か
つ
て
は
下
寺
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
檀
那
寺
は
米
原
の
外
に
あ
っ
た

と
い
う
。
そ
の
た
め
枕
経
は
下
寺
が
来
て
く
れ
た
が
、
葬
儀
は
檀
那
寺
の
僧
が
行
っ
た
と
い
う
（
筆
者
調
査
）。
し
か
し
観
音
寺
は

檀
家
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
下
寺
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
青
木
久
八
家
と
の
関
係
性
は
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
下
佐
波

二
五

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



村
の
唯
一
の
寺
院
で
あ
っ
た
た
め
に
「
仮
葬
礼
」
な
ど
に
携
わ
っ
た
が
、
故
人
の
檀
那
寺
で
も
な
く
、
序
列
の
問
題
で
「
本
葬
礼
」

に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。

（
三
）「
本
葬
礼
」
に
お
け
る
「
カ
ラ
ダ
ビ
」

本
史
料
で
は
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
に
類
す
る
語
彙
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。

「
本
葬
役
割
」
の
前
に
、「
廿
四
日　

一　

道
掃
除
、
外
に
廿
五
日
出
棺
前
」
と
の
記
述
が
あ
り
〔
三
四
四
頁
〕、
さ
ら
に
「
本
葬
役

割
」
に
は
「
輿
」
が
あ
り
、「
棺
附
」「
出
棺
後
留
守
居
」
と
の
記
述
と
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
本
葬
礼
」
で
も
野
辺

の
送
り
が
行
わ
れ
、
空
の
棺
が
担
が
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
「
仮
葬
・
本
葬
留
帳
」
に
は
「
仮
葬
礼
」
で
は
棺
代
の
記

録
が
あ
る
が
、
本
葬
礼
で
棺
を
購
入
し
た
記
録
は
な
い
。
か
な
り
詳
細
な
記
録
で
あ
る
本
史
料
で
あ
る
が
、
購
入
に
つ
い
て
の
記
述

が
な
い
こ
と
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
輿
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
空
」
の
棺
に
よ
っ
て
「
本
葬
礼
」
が
行
わ
れ

た
と
推
察
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
史
料
の
後
半
部
分
に
「
仮
葬
」
と
「
本
葬
」
で
誰
に
、
い
く
ら
、
何
の
た
め
に
渡
し
た
の
か

記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。
上
段
は
「
仮
葬
礼
」、
下
段
は
「
本
葬
礼
」
に
つ
い
て
の
出
費

記
録
で
あ
る
。

　

一　

銭
弐
百
文　
　
　
　
　
　

重
右
衛
門　
　
　
　
　

一　

同
弐
百
文　
　
　
　

小
左
衛
門

　
　
　

但
し
火
屋
作
料　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
同
断　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
三
四
九
頁
〕

こ
の
記
述
か
ら
「
本
葬
礼
」
で
も
「
火
屋
」
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
は
な
く
、
金
額
が
「
仮
葬
礼
」
と
同
じ
で
あ
り
、

「
仮
葬
礼
」
の
大
工
「
重
右
衛
門
」
と
は
別
人
で
は
あ
る
が
、「
小
左
衛
門
」
と
い
う
人
物
が
、
図
Ⅰ
と
同
様
の
火
屋
を
「
本
葬
礼
」

で
も
作
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
空
の
棺
」
が
「
仮
葬
礼
」
と
同
規
模
で
火
葬
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

す
る
と
「
本
葬
礼
」
で
の
火
葬
は
「
空
の
ダ
ビ
」、
つ
ま
り
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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六
、「
斎
」
の
膳

「
斎
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
仮
葬
礼
」
の
時
で
は
な
く
、「
灰
葬
相
済
、
夫
よ
り
三
日
後
被
相
勤
候
」
で
あ

る
。
一
方
、「
本
葬
礼
」
で
は
葬
礼
で
「
斎
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
「
斎
方
役
割
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
し
か
し
具

体
的
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
葬
礼
後
の
「
三
日
経
献
立
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

生
酢　
　
　

白
う
り
・
白
味
噌
・
す
の
た

　

汁　
　
　
　

上
赤
味
噌
・
豆
腐

　

坪　
　
　
　

氷
こ
ん
に
や
く
・
青
こ
ん
ぶ
・
牛
房

　

め
し

　

千
代
久　
　

ひ
じ
き
・
白
あ
へ

　

平　
　
　
　

壱
ツ
十
二
替
・
飛
龍
図
・
吸
口
ゆ
ず

　

吸
物　
　
　

結
湯
葉
・
薄
ゆ
き

　

重
引　
　
　

丁
子
麩
・
か
ん
ひ
や
う
・
く
ず
に

　

台
引　
　
　

角
湯
葉
・
つ
け
や
き

　

丼　
　
　
　

生
豆
腐
の
や
つ
こ

　
　

右
呼
衆

　

惣
人
数
合　

百
六
拾
人
〔
三
四
八
頁
〕

「
灰
葬
相
済
、
夫
よ
り
三
日
後
」
の
斎
よ
り
も
豪
華
で
あ
り
、
や
は
り
「
本
葬
礼
」
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
灰
葬

礼
後
三
日
の
「
斎
」
で
ど
れ
だ
け
の
人
数
を
呼
ん
だ
の
か
は
記
述
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
本
葬
礼
後
三
日
の
「
斎
」
で
は

二
七

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
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百
六
十
人
が
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
史
料
に
時
代
的
に
近
い
、
安
政
三
年
の
「
惣
人
数
目
録
」
で
は
、
総
人
数
三
四
六
人
（
男
一
六
七

人
、
女
一
七
九
人
）
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
数
字
の
中
に
は
子
ど
も
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
斎
に
は
、

焼
香
場
が
別
机
と
さ
れ
、
社
会
的
な
地
位
が
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
女
性
も
呼
ば
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
下
佐
波
村
の
多
く
の

人
が
呼
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
庄
屋
家
の
葬
礼
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
当
然
か
も
し
れ
な
い
。「
本
葬
礼
」
の

重
要
性
は
、
斎
に
呼
ば
れ
た
人
数
や
豪
華
さ
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
葬
礼
」
の
意
味
そ
の
も
の
よ
り
も
、
庄
屋
と
し
て
の
ス
テ
ー
タ

ス
の
表
れ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
本
葬
礼
」
に
お
い
て
は
「
役
割
表
」
だ
け
が
記
さ
れ
て
お
り
、
膳

の
具
体
的
な
内
容
ま
で
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
役
割
表
に
「
酢
あ
へ
方
・
汁
方
・
坪
方
・
平
方
・
酒
方
・
飯
方
・
膳
椀

方
・
重
引
台
引
・
元
〆
・
供
方
給
仕
（
酒
方
・
重
引
・
平
方
）・
米
方
元
〆
・
洗
方
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
灰
葬
後
の
三
日
後
の
斎

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
本
葬
礼
」
は
「
斎
→
野
辺
の
送
り
→
火
葬
→
三
日
法
要
・
斎
」
あ
る
い
は
「
野
辺
の
送
り
→
火
葬
→
斎
→
三
日
法
要
・
斎
」
の

流
れ
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。「
灰
葬
」
が
な
い
の
は
空
の
火
葬
で
あ
っ
た
た
め
に
当
然
で
あ
る
が
、
三
日
経
は
灰
葬
を
前
提
と

し
た
儀
礼
の
よ
う
で
あ
る
。
桑
原
輪
中
で
は
、「
第
２
次
大
戦
前
ま
で
は
葬
儀
は
２
日
間
に
わ
た
っ
た
。
初
日
の
午
后
（
２
時
～
４

時
頃
）
出
棺
し
、「
骨
あ
げ
」
は
翌
日
の
午
前
（
10
時
頃
）
に
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
戦
争
中
か
ら
、
そ
の
日
の
午
前
中
（
10
時
～

11
時
）
に
出
棺
し
、
午
后
（
３
時
～
４
時
頃
）
骨
あ
げ
と
３
日
の
お
つ
と
め
（
し
し
ょ
う
寺
の
読
経
）
を
す
ま
し
て
し
ま
う
習
慣
に

な
り
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。」
と
あ
る
〔
岐
阜
県
教
育
委
員
会　

一
九
六
九
・
一
九
九
六　

一
三
三
・
四
三
五
〕。
三
日
後
の
法
要
は

葬
儀
の
一
連
の
流
れ
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

流
れ
を
見
る
限
り
、
基
本
的
に
「
仮
葬
礼
」
と
「
本
葬
礼
」
は
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
違
い
は
「
仮
葬
礼
」
に
「
斎
」
の
記
述
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
と
、
三
日
後
の
斎
は
「
本
葬
礼
」
が
「
仮
葬
礼
」
に
比
し
て
豪
華
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
紹
介
し

た
よ
う
に
、
近
隣
地
区
の
報
告
書
で
は
葬
儀
で
は
斎
が
出
さ
れ
て
お
り
、「
斎
」
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、「
仮
葬
礼
」
は
実
際
に
遺
体
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処
理
を
し
て
い
る
が
、
葬
儀
と
し
て
は
完
全
な
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
農
繁
期
ゆ
え
に
人
を
呼
ば
な
か
っ
た
こ
と
が

斎
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
の
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
葬
礼
」
と
し
て
の
観
念
が
背
景
に
あ
る
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

な
お
三
十
五
日
に
は
西
方
寺
と
観
音
寺
に
よ
り
「
三
部
経
礼
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
礼
と
し
て
西
方
寺
に
は
「
金
壱
分
」、

観
音
寺
に
は
「
金
弐
朱
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
西
方
寺
が
観
音
寺
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
斎
」
と

は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
三
十
五
日
の
献
立
が
記
さ
れ
て
い
る
〔
三
四
九
～
三
五
〇
頁
〕。
こ
れ
に
は
「
呼
衆
留　

八
十
五
人
前
揃
」

と
あ
り
、
呼
ん
だ
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
〔
三
五
〇
頁
〕。
か
な
り
の
人
数
が
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
の
次
に
「
遺
物

所
々
へ
送
ル
留
」
が
あ
り
、
形
見
分
け
の
品
々
と
送
っ
た
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
〔
三
五
二
～
三
五
三
頁
〕。
こ
の
こ
と
か
ら
、

三
十
五
日
を
も
っ
て
忌
明
け
と
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

七
、「
本
葬
礼
」
で
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
が
行
わ
れ
る
意
味

（
一
）「
仮
葬
礼
」
を
行
っ
た
上
で
の
「
本
葬
礼
」
の
目
的

先
に
「
斎
」
の
有
無
に
よ
る
違
い
を
示
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
違
い
も
認
め
ら
れ
る
。「
仮
葬
礼
」
は
、
農
繁
期
ゆ
え
の
措
置
で

あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
で
も
、
十
分
に
準
備
が
な
さ
れ
、
僧
を
呼
び
、
火
屋
も
作
ら
れ
、

実
際
に
遺
体
の
火
葬
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
点
だ
け
み
る
な
ら
ば
、
普
通
の
葬
儀
と
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
仮
葬
礼
」

と
「
本
葬
礼
」
の
違
い
は
、
そ
の
規
模
に
あ
る
と
い
え
た
。「
仮
葬
礼
」
で
は
手
伝
い
に
は
あ
る
程
度
の
人
が
関
わ
っ
た
が
、
野
辺

送
り
は
基
本
的
に
親
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
の
「
本
葬
礼
」
で
は
、
焼
香
の
順
番
も
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
、
多
く

の
人
物
が
関
わ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、「
仮
葬
礼
」
よ
り
も
多
く
の
寺
院
に
対
し
て
葬
礼
後
の
「
礼
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

二
九

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



「
本
葬
礼
」
は
「
仮
葬
礼
」
よ
り
も
大
規
模
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
見
る
な
ら
ば
、
忙
し
い
の
で
、
先
に
葬

礼
を
親
族
で
済
ま
せ
、
後
に
地
域
全
体
で
改
め
て
行
う
こ
と
で
、
故
人
の
「
死
」
を
社
会
的
に
顕
在
化
さ
せ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き

る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
仮
葬
礼
」
は
現
在
の
密
葬
に
近
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
改
め
て
村
に
よ
る
葬
礼
の
必
要
性
が
あ

っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
的
に
「
死
」
を
認
知
さ
せ
る
必
要
性
が
葬
儀
を
あ
げ
る
一
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
人
が
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
二
）「
本
葬
礼
」
に
お
け
る
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
の
意
味

「
仮
葬
礼
」
で
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
本
葬
礼
」
で
も
火
屋
が
作
ら
れ
、
出
棺
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
本
葬

礼
」
で
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
が
行
わ
れ
た
と
推
察
し
た
。
山
形
県
西
置
賜
郡
飯
豊
町
大
平
・
新
沼
・
高
畑
に
お
い
て
も
、「
農
繁
期
な
ど

に
死
ん
だ
時
は
、
使
っ
て
い
な
い
古
味
噌
桶
に
死
者
を
入
れ
て
埋
葬
し
、
後
で
本
葬
を
す
る
。
こ
の
時
は
棺
だ
け
は
焼
く
。」
と
の

報
告
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
紹
介
し
て
い
る
が
〔
置
賜
民
俗
学
会　

一
九
七
二
・
一
九
九
五　

六
三
・
五
〇
九
〕、
こ
の
事
例
で
は
、

農
繁
期
に
死
者
が
出
る
と
埋
葬
し
、
こ
れ
を
「
仮
葬
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
「
本
葬
」
が
行
わ
れ
る
と
い
う
。
た
だ
し
葬

儀
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
ま
で
報
告
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
点
の
確
認
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
地
区
は
限
界
集
落
と
し
て
昭

和
四
〇
年
代
後
半
に
は
移
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
〔
飯
豊
町
史
編
纂
委
員
会　

一
九
九
五　

九
三
三
～
九
三
六
〕。
そ

れ
で
も
農
繁
期
の
死
者
は
、「
古
味
噌
桶
」
に
入
れ
て
埋
葬
す
る
と
の
報
告
か
ら
、
時
間
的
に
棺
も
用
意
で
き
な
い
ほ
ど
忙
し
い
こ

と
を
「
古
味
噌
桶
」
を
棺
代
り
に
使
う
こ
と
で
、
敢
え
て
示
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
こ
の
地
域
は
普
段
は
土

葬
で
あ
る
〔
置
賜
民
俗
学
会　

一
九
七
二
・
一
九
九
五　

六
三
・
五
〇
九
〕。
す
る
と
下
佐
波
に
お
け
る
「
仮
葬
礼
」
に
あ
た
る
よ
う

な
「
葬
礼
」
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
遺
体
は
す
で
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
の
後
の
「
本
葬
」

で
火
葬
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
本
葬
」
で
は
「
仮
葬
」
で
埋
葬
し
た
遺
体
を
掘
り
起
し
、
あ
ら
た
め
て
棺
に
納
め
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
棺
だ
け
焼
く
」
の
で
あ
る
。「
カ
ラ
ダ
ビ
」
で
あ
る
。
す
る
と
下
佐
波
村
と
飯
豊
町
大
平
・
新
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沼
・
高
畑
の
「
仮
葬
」「
本
葬
」（
飯
豊
町
で
の
「
仮
葬
」
は
土
葬
で
あ
り
、
下
佐
波
と
飯
豊
町
と
で
は
、
土
葬
と
火
葬
の
違
い
は
あ

る
が
）
の
習
俗
は
同
値
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
問
題
は
な
ぜ
二
度
の
葬
礼
を
行
い
、
二
度
目
の
「
本
葬
礼
」
で
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
が
行

わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
単
に
農
繁
期
の
葬
儀
は
簡
略
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
生
活
上
の
問
題
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。「
本
葬
礼
」
で
の
「
空
の
棺
」
の
火
葬
は
明
ら
か
に
、
遺
体
処
理
を
目
的
と
し

て
い
な
い
。「
仮
葬
礼
」
に
お
い
て
、「
仮
」
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
遺
体
処
理
に
つ
い
て
は
終
了
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ

ら
た
め
て
葬
儀
を
し
、
火
葬
（「
カ
ラ
ダ
ビ
」）
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
飯
豊
町
は
「
我
が
郷
土
に
お
い
て
は
、
真
言
宗
一
〇

寺
、
曹
洞
宗
一
二
寺
、
法
華
宗
一
寺
、
浄
土
真
宗
一
寺
の
合
計
二
四
寺
が
宝
暦
～
天
明
期
に
存
在
し
て
い
た
。
真
言
宗
と
曹
洞
宗

の
寺
院
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
藩
内
の
宗
派
別
寺
院
の
傾
向
と
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
。」
と
あ
り
〔
飯
豊
町
史
編
纂
委
員
会 

一
九
八
六　

八
一
八
〕、
本
葬
礼
で
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
を
行
う
こ
と
が
真
宗
地
帯
の
傾
向
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
蒲

池
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
葬
儀
が
物
理
的
な
遺
体
処
理
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
遺
体
処
理
後
に
改
め
て
葬
礼
を
行
い
、

し
か
も
儀
礼
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
火
葬
す
る
こ
と
の
説
明
は
つ
か
な
い
。

（
三
）「
カ
ラ
ダ
ビ
」
習
俗

最
上
孝
敬
は
『
霊
魂
の
行
方
』
の
中
で
、「
カ
ラ
ダ
ビ
」
に
つ
い
て
何
例
か
紹
介
し
、「
な
お
残
る
カ
ラ
ダ
ビ
習
俗
」
と
の
節
ま
で

設
け
て
論
じ
て
い
る
。「
カ
ラ
ダ
ビ
」
と
は
漢
字
で
書
く
な
ら
ば
「
空
荼
毘
」
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
火
葬
を
す
る
が
、
実
際
に
は
遺

体
は
焼
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
上
の
定
義
に
よ
る
と
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
と
は
、「
遺
体
を
簡
単
に
葬
っ
た
後
で
、
か

ら
の
輿
を
中
心
に
霊
魂
の
と
も
ら
い
を
盛
大
に
行
う
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
〔
最
上　

一
九
七
四　

九
八
〕。
最
上
に
従
う
な
ら
ば
、

「
本
葬
礼
」
で
の
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
は
、
霊
魂
の
弔
い
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
飯
豊
町
の
事
例
も
同
じ
で
あ
る
。
下
佐
波
や
飯

豊
町
で
は
「
農
繁
期
」
と
い
う
生
活
上
の
理
由
か
ら
「
仮
」
と
「
本
」
に
分
け
た
。
先
に
「
本
葬
礼
」
は
「
仮
葬
礼
」
よ
り
も
規
模

が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
社
会
的
な
死
の
顕
現
化
が
目
的
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
「
カ

三
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ラ
ダ
ビ
」
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
問
題
だ
け
で
あ
れ
ば
、
儀
礼
を
大
々
的
に
行
う
だ
け
で
済
む
だ
ろ
う
。
し
か
し

火
葬
と
い
う
形
で
視
覚
的
な
「
処
理
」
が
行
わ
れ
た
。
遺
体
処
理
後
の
「
空
」
の
火
葬
は
、
最
上
に
従
う
な
ら
ば
、「
魂
の
弔
い
」

で
あ
り
、「
仮
葬
礼
」
で
は
、
魂
の
処
理
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
の
観
念
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
葬
儀

は
遺
体
処
理
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
な
「
死
」
の
顕
現
化
、
魂
の
処
理
を
行
う
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
飯
豊
町
で
の
、

「
仮
葬
」
で
遺
体
を
埋
葬
し
た
後
に
、「
本
葬
」
で
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

「
本
葬
」
に
お
け
る
目
に
見
え
る
形
で
の
葬
礼
（
火
葬
）
は
、
社
会
的
な
顕
現
化
と
魂
の
処
理
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
特
殊
な
情
況
下
で
の
葬
礼
で
あ
り
、
普
段
は
一
度
期
に
す
べ
て
の
処
理
が
果
た
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
が
で
き
ず
に
、
分
割
さ
れ
た
。
さ
ら
に
飯
豊
町
で
は
遺
体
に
関
し
て
雑
な
扱
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ

と
は
、
葬
儀
に
お
い
て
、
遺
体
処
理
よ
り
も
社
会
的
意
味
付
け
や
魂
の
処
理
が
優
越
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
農
繁
期
に
後
者
ま
で
行
う
こ
と
が
で
き
ず
に
分
割
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
宮
本
常
一
は
河
内
国
滝
畑
（
現
、
河
内
長
野
市
）
で
は
葬
儀
の
こ
と
を
「
捨
て
に
行
く
」
と
表
現
す
る
と
報
告
し
て

い
る
〔
宮
本　

一
九
九
三　

二
一
八
〕。
こ
の
事
例
で
は
葬
儀
で
遺
体
を
「
捨
て
る
」
こ
と
が
可
視
化
さ
れ
て
い
た
た
め
の
印
象
か

ら
言
葉
に
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
捨
て
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
遺
体
処
理
に
儀
礼
的
な
対
応
を
執
っ
て
い
た
こ
と
を
読
み

取
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
こ
の
事
例
か
ら
も
、
葬
儀
の
主
た
る
目
的
は
遺
体
処
理
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
体
を
「
捨
て

る
」
こ
と
は
特
殊
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
埼
玉
県
で
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
「
埋
葬
地
の
コ
ト
ニ
弊
習
あ
り

因
テ
之
ヲ
論
達
ス
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
は
大
き
な
穴
の
中
に
遺
体
を
放
り
込
ん
で
い
る
が
、
今
後
は
遺
体
を
捨
て
な
い
で

墳
墓
を
作
り
祭
れ
と
の
論
達
で
あ
る
（
府
県
史
料
）〔
竹
内　

一
九
七
九　

一
二
四
〕。
さ
ら
に
両
墓
制
も
同
質
の
観
念
に
よ
る
も

の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
両
墓
制
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
遺
体
処
理
の
場
と
別
の
場
所
に
墓
を
作
り
、
お
も
に
参
り
墓
に
参
り
、

埋
墓
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
香
川
県
仲
多
度
郡
多
度
津
町
沖
に
あ
る
佐
柳
島
・
高
見
島
で
は
現
在
で
も
両
墓
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制
が
残
る
。
島
ゆ
え
に
墓
域
が
限
ら
れ
、
佐
柳
島
で
は
ウ
ズ
メ
バ
カ
と
マ
イ
リ
バ
カ
が
隣
り
あ
い
、
ど
ち
ら
に
も
お
参
り
す
る
と
い

う
が
、
両
者
は
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
認
識
上
も
両
者
は
別
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
筆
者
調
査
）。
ま
た
多

度
津
町
の
四
国
側
で
も
か
つ
て
は
両
墓
制
が
行
わ
れ
た
地
が
確
認
さ
れ
て
い
る
〔
多
度
津
町　

一
九
九
二　

一
〇
三
七
〕。
筆
者
の

江
戸
時
代
の
先
祖
も
寺
に
墓
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
遺
体
は
な
く
、
遺
体
は
家
の
向
か
い
の
山
の
ど
こ
か
に
埋
葬
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
は
定
か
で
は
な
い
。
近
所
の
人
た
ち
も
「
あ
の
山
の
、
あ
の
辺
」
と
答
え
る
だ
け
で
、
い
た
っ
て
曖
昧

で
あ
る
。
埋
葬
地
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
、
参
る
の
は
参
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
建
て
ら
れ
た
墓
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は

遺
体
を
祀
る
べ
き
対
象
と
す
る
と
の
観
念
の
低
さ
を
示
し
て
い
る
。

最
上
も
例
を
引
い
て
い
る
が
、「
カ
ラ
ダ
ビ
」
の
記
録
は
少
な
い
。
最
上
本
人
の
調
査
に
よ
る
千
葉
県
栄
村
（
現
、
匝
瑳
市
）
の

堀
川
で
は
「
葬
式
の
前
に
遺
骸
の
埋
葬
を
し
て
し
ま
い
、
空
の
棺
を
お
い
て
葬
式
を
す
る
風
が
あ
り
、
こ
れ
を
カ
ラ
ウ
メ
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。」
と
報
告
す
る
〔
最
上　

一
九
七
九　

九
二
〕。
ま
た
橋
本
経
亮
の
『
橘
窓
自
語
』
巻
九
と
徳
島
県
三
好
市
の
『
三
好

郡
誌
』
で
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
千
葉
県
栄
村
の
事
例
で
は
、「
空
の
棺
」
を
埋
葬
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、「
カ
ラ
ウ

メ
」
と
の
語
句
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
土
葬
に
よ
る
魂
の
処
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
本
論
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
例
外
的
な
も

の
と
な
る
が
、
や
は
り
埋
葬
さ
れ
る
も
の
は
視
覚
的
に
は
「
空
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
魂
の
処
理
を
み
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
橋
本
経

亮
は
『
橘
窓
自
語
』
巻
九
で
「
丹
波
国
亀
山
の
在
々
に
て
、
死
者

ヲ
　

密
葬
し
て
後
に
葬
礼
を
お
こ
な
ふ
時
を
ば
、
か
ら
だ
び
と
い
へ

り
、
空
荼
毘
の
心
な
る
べ
し
。」
と
記
し
て
い
る
〔
橋
本　

一
九
七
五　

五
〇
九
〕。
丸
山
季
夫
の
「
解
題
」
に
よ
る
と
、
橋
本
経
亮

は
宝
暦
か
ら
文
化
年
間
に
か
け
て
の
人
物
で
あ
る
〔
丸
山　

一
九
七
五　

六
～
七
〕。『
橘
窓
自
語
』
か
ら
幕
末
に
丹
波
国
亀
山
で
も

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
お
こ
な
ふ
時
を
ば
」
と
の
文
言
か
ら
、
常
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
が
推
察
で
き
る
。
そ
の
条
件
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
本
史
料
と
同
様
の
農
繁
期
の
も
の
で
は
な
い
か
。
一

方
、
徳
島
県
の
『
三
好
郡
誌
』
に
は
「
三
野
芝
生
に
於
け
る
村
中
中
等
以
上
の
家
に
於
け
る
葬
儀
執
行
の
方
法
は
死
体
は
葬
儀
執
行

三
三

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



に
先
だ
つ
て
親
戚
両
三
名
で
墓
地
へ
送
り
て
埋
葬
し
そ
う
し
て
後
空
虚
の
佛
輿
に
種
々
の
装
飾
を
な
し
僧
侶
先
導
し
て
親
戚
故
舊
及

び
隣
家
の
者
數
十
名
之
に
從
ひ
蹟
又
は
野
原
に
送
り
會
葬
者
一
同
其
塲
に
整
列
し
た
上
先
導
し
て
來
た
僧
侶
は
佛
輿
に
向
つ
て
一
遍

の
讀
經
を
な
し
終
る
と
火
藥
で
葬
具
に
火
を
移
し
燒
盡
の
習
慣
が
あ
る
土
人
は
之
を
「
か
ら
だ
め
し
」
と
い
ふ
火
藥
取
締
規
則
発
布

後
は
火
藥
を
用
ひ
る
事
に
杜
絶
し
た
が
燒
盡
の
習
慣
は
今
尚
存
續
し
て
居
る
。」
と
あ
る
〔
三
好
郡
役
所　

一
九
七
二　

九
八
〇
〕。

「
死
体
は
葬
儀
執
行
に
先
だ
つ
て
親
戚
両
三
名
で
墓
地
へ
送
り
て
埋
葬
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
葬
儀
執
行
」
前
に
埋
葬
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。『
三
好
郡
誌
』
が
編
集
さ
れ
た
の
は
一
九
二
四
年
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
に
は
ま
だ
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
習
俗

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、「
三
好
郡
」
は
現
在
で
は
三
好
市
に
な
っ
て
い
る
が
、
徳
島
県
の
最
西
部
の
四
国
山

地
に
あ
る
地
域
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
葬
儀
の
前
に
遺
体
を
処
理
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
葬
儀
は
遺
体
処
理
を
伴
わ
な
い
も
の
と

観
念
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
葬
儀
の
目
的
が
遺
体
処
理
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）「
魂
」
の
処
理
の
意
味

「
魂
」
の
処
理
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
霊
肉
二
元
論
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
霊
肉
二
元
論
に
つ
い
て

は
、
拙
著
『
近
代
火
葬
の
民
俗
学
』
に
お
い
て
、「
日
本
霊
異
記
」
を
引
用
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
枚
数
の
都
合
も
あ

り
再
引
用
は
し
な
い
。
近
代
に
お
い
て
も
柳
田
國
男
は
『
遠
野
物
語
』
九
七
に
お
い
て
、
臨
死
体
験
と
そ
れ
に
伴
う
魂
に
つ
い
て

の
伝
承
を
報
告
し
て
お
り
〔
柳
田　

一
九
六
三　

四
二
〕、
明
ら
か
に
霊
肉
二
元
論
的
観
念
に
基
づ
く
伝
承
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
観
念
を
基
に
し
た
儀
礼
的
な
問
題
と
し
て
、
香
川
県
仲
多
度
郡
多
度
津
町
の
『
多
度
津
町
誌
』
に
「
葬
式
か
ら
帰
る
時
に
高

見
島
で
は
そ
の
家
の
主
人
が
萱
又
は
雑
木
の
枝
を
切
っ
て
帰
り
、
今
ま
で
死
者
が
寝
て
い
た
部
屋
に
や
か
ん
な
ど
に
入
れ
て
さ
し

て
お
く
。「
帰
っ
て
き
て
も
萱
原
に
な
っ
と
る
け
に
戻
っ
て
く
る
な
」
と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
あ
る
。」
と
の
報
告
が
あ
る
〔
多
度
津

町
誌
編
集
委
員
会　

一
九
九
〇　

一
〇
三
三
～
一
〇
三
四
〕。
近
藤
直
也
も
徳
島
県
西
祖
谷
山
村
（
現
、
三
好
市
）
で
は
「
オ
ム
イ

カ
（
お
六
日
）」
の
と
き
に
、「
蓬
・
茅
・
笹
の
三
点
セ
ッ
ト
ま
た
は
ハ
イ
バ
ラ
と
呼
ば
れ
る
バ
ラ
の
一
種
を
、
死
人
が
寝
て
い
た
疊

マ
テ
シ
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ウ
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ェ
ル
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リ
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の
上
に
置
く
儀
礼
」
が
あ
り
〔
近
藤　

二
〇
〇
六　

七
〕、
こ
れ
を
「
家
屋
が
荒
廃
し
て
藪
に
な
っ
た
象
徴
で
あ
り
、
こ
れ
を
死
者

霊
に
見
せ
つ
け
る
事
に
よ
っ
て
、
再
び
霊
が
帰
っ
て
来
る
事
の
な
い
よ
う
に
と
い
う
絶
縁
儀
礼
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
〔
近
藤 

二
〇
〇
六　

七
〕。
習
俗
と
し
て
も
霊
魂
の
存
在
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
死
後
直
後
、
葬
儀
前
に
「
魂
」
を
送
り
出
す
よ
う
な
儀
礼
も
み
ら
れ
る
。
和
歌
山
県
本
宮
町
請
川
（
現
、
田
辺
市
）
で

は
、「
葬
式
を
出
す
前
に
オ
ベ
ン
ト
ウ
の
お
握
り
を
ワ
ラ
ツ
ト
に
入
れ
て
地
下
の
外
れ
に
葬
式
の
と
き
に
必
ず
簔
と
笠
を
掛
け
る
木

が
あ
る
が
、
そ
こ
に
持
っ
て
行
っ
て
簔
、
笠
、
オ
ベ
ン
ト
ウ
を
掛
け
て
置
く
と
い
う
。
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
人
が
簔
笠
で
お
弁
当
を

持
っ
て
那
智
山
へ
お
参
り
に
行
く
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。」
と
い
い
、
こ
の
習
俗
を
「
簔
吊
り
」
と
言
う
が
、
本
宮
町
一

帯
で
行
わ
れ
て
お
り
、
と
く
に
請
川
で
は
昭
和
三
十
五
、六
年
（
一
九
六
〇
、六
一
）
頃
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
〔
近
畿
民
俗
学

会
編　

一
九
八
五　

一
七
一
～
一
七
三
〕。
ま
た
本
宮
町
静
川
で
は
、「
昔
、
ど
こ
そ
こ
の
母
親
が
亡
く
な
っ
た
時
に
ベ
ン
ト
ウ
も
簔

笠
持
た
せ
な
ん
だ
、
そ
う
し
た
ら
「
葬
式
の
晩
に
ベ
ン
ト
ウ
も
簔
も
笠
も
く
れ
ん
で
行
く
と
こ
へ
行
け
ん
」
と
い
う
夢
を
見
た
ん
で
、

あ
く
る
日
に
川
へ
持
っ
て
い
っ
て
吊
っ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。」
と
い
う
〔
近
畿
民
俗
学
会
編　

一
九
八
五　

一
八
八
〕。
葬
儀
前
に

魂
は
送
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
事
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
今
ま
で
に
出
し
た
事
例
と
は
順
番
が
逆
で
あ
る
が
、
葬
儀

と
魂
の
処
理
が
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
魂
の
処
理
は
、
魂
を
送
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
近
藤
は
「
死
後
六
日
目
の
夕
方
、
川
の
水
際
に
立
つ
人
形
―
死
者
霊
を
対
象
と
し
た
葬
送
儀
礼
（
旧
海
南
町

編
）」
で
、
徳
島
県
海
南
町
近
辺
の
「
蓑
笠
人
形
」
を
紹
介
し
て
い
る
。「
簔
笠
人
形
」
と
は
、
死
後
六
日
目
に
、
簔
笠
を
着
せ
た
人

形
を
川
原
に
立
て
て
お
く
も
の
で
あ
り
、
川
の
増
水
で
流
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
近
藤
は
旧
海
南
町
の

事
例
を
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
〔
近
藤　

二
〇
〇
七
〕。「
簔
笠
」
は
死
者
の
「
魂
」
の
旅
装
束
で
あ
り
、
弁
当
を
持
た
せ
、
川
に
流

さ
れ
る
こ
と
で
「
魂
」
を
送
り
出
す
儀
礼
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
魂
の
送
り
が
六
日
目
に
行
わ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

一
方
で
、
死
後
四
十
九
日
は
家
の
棟
に
い
る
と
の
伝
承
が
全
国
的
に
み
ら
れ
る
。
四
十
九
日
の
餅
を
投
げ
る
こ
と
で
、
旅
立
た
せ

三
五

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



る
と
い
う
地
区
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
や
伝
承
を
み
て
み
る
と
霊
魂
観
は
複
雑
な
、
重
層
的
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
霊
魂
が
抜
け
出
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
処
理
は
、
魂
の
あ
の
世
へ
の
移
行
を
現
世
か
ら
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。

（
五
）「
遺
体
処
理
」
と
現
世
で
の
身
分
差

『
三
好
郡
誌
』
の
記
述
で
も
う
一
つ
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。「
村
中
中
等
以
上
の
家
に
於
け
る
葬
儀
執
行
の
方
法
」
と
し
て
「
か

ら
だ
め
し
」
が
行
わ
れ
た
。
つ
ま
り
村
人
は
一
様
に
こ
の
よ
う
な
方
法
で
葬
儀
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
葬
儀
に
お
い
て
家
格
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
こ
と
は
拙
著
『
近
代
火
葬
の
民
俗
学
』〔
林　

二
〇
〇
八
〕
の
中
で
も
章
を
設
け

て
論
じ
て
い
る
が
、
三
好
郡
の
事
例
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
中
村
亮
雄
に
よ
る
と
、
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡

日
置
川
町
の
旧
日
置
町
で
は
、
土
葬
の
場
合
は
シ
タ
ノ
ト
バ
に
埋
葬
さ
れ
、
十
三
年
忌
に
ハ
カ
ハ
ギ
と
い
っ
て
骨
を
掘
り
起
こ
し
て

ウ
ワ
ノ
ト
バ
に
先
祖
と
一
緒
に
葬
ら
れ
る
が
、
格
式
の
高
い
人
だ
け
は
土
葬
時
代
も
火
葬
に
さ
れ
て
直
接
ウ
ワ
ノ
ト
バ
に
埋
葬
さ

れ
た
と
い
う
〔
中
村　

一
九
五
七　

四
〕。
家
格
に
よ
る
葬
法
を
違
え
る
事
例
で
あ
る
が
、
日
置
川
の
事
例
は
葬
法
だ
け
で
は
な
く
、

埋
葬
場
所
も
異
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
近
代
火
葬
の
民
俗
学
』
で
は
、
単
に
土
葬
と
火
葬
が
同
一
地
域
で
家
格
応
分
で
行
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
日
置
川
の
事
例
と
三
好
郡
の
事
例
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、「
魂
」
の
ラ
ン
ク
付
け

が
生
前
の
家
格
に
準
じ
た
形
で
な
さ
れ
、
そ
の
処
理
法
も
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
家
格
に
相
応
の
魂
の
処
理
の

仕
方
が
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
現
世
の
身
分
に
よ
っ
て
魂
の
行
先
が
異
な
る
と
い
え
る
ほ
ど
の
史
料
は
な
い
が
、
魂

の
処
理
方
法
の
違
い
は
、
行
く
先
の
違
い
に
繋
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
現
世
と
連
関
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
今
一
度
「
本
葬
礼
」
が
社
会
的
な
意
味
で
の
死
の
顕
現
化
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。「
魂
」
の
扱
い
も
家

格
次
第
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
葬
儀
が
死
者
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
故
人
の
社
会
的
位
置
づ
け
と
関
係
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
死
」
の
顕
現
化
は
、
故
人
の
現
世
で
の
存
在
の
消
失
を
「
社
会
」
が
共
有
す
る
だ
け
で
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は
な
く
、
魂
の
処
理
（
送
り
）
が
分
相
応
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
、
つ
ま
り
葬
儀
は
現
世
的
問
題
で
あ
り
、
死
者
の
魂

も
現
世
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

八
、
お
わ
り
に

天
明
三
年
の
「
宗
門
帳
」
と
文
久
二
年
の
「
仮
葬
・
本
葬
留
帳
」
を
中
心
に
、
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
（
江
戸
時
代
の
下
佐
波

村
）
に
お
け
る
「
仮
葬
礼
」
と
「
本
葬
礼
」
の
違
い
を
検
討
し
、「
カ
ラ
ダ
ビ
」
に
着
目
し
て
葬
儀
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
。
た
だ
し
本
論
で
用
い
た
史
料
が
下
佐
波
村
の
実
態
の
す
べ
て
を
表
し
た
も
の
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
葬
家
は
庄
屋
で
あ

り
、
葬
礼
に
か
か
っ
た
費
用
も
莫
大
で
あ
る
。
富
裕
農
民
だ
か
ら
こ
そ
の
「
仮
葬
礼
」「
本
葬
礼
」
の
規
模
の
違
い
で
あ
る
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
。
全
国
的
に
も
こ
の
よ
う
な
事
例
報
告
は
少
な
い
。
そ
れ
で
も
農
繁
期
に
は
人
手
が
不
足
す
る
の
は
当
然
の
こ
と

で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
両
者
の
規
模
の
違
い
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
社
会
的
な
意
味
の
中
で
「
死
」
を
顕
現
化
す
る
目
的
と
し
て

葬
儀
が
行
わ
れ
た
と
捉
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
葬
儀
の
分
化
や
「
カ
ラ
ダ
ビ
」
習
俗
か
ら
、
魂
の
処
理
が
葬
儀
に
け
る
も
う
一
つ
の

目
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
身
分
的
問
題
も
孕
ん
で
い
る
こ
と
が
、
葬
儀
の
社
会
性
、
お
よ
び
遺
体
処
理
を
目
的
と
す
る

も
の
で
は
な
く
、
魂
の
処
理
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
た
。

本
史
料
で
は
、「
仮
葬
礼
」、「
本
葬
礼
」
の
ど
ち
ら
も
野
辺
の
送
り
が
行
わ
れ
て
お
り
、
単
な
る
「
別
れ
」
と
し
て
捉
え
る
以
上

の
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
野
辺
送
り
は
「
火
車
」
が
遺
体
を
取
り
に
く
る
の
で
危
険
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
雨
乞
の

最
終
手
段
と
さ
れ
た
し
、
類
例
も
少
な
い
と
考
え
ら
れ
た
〔
林　

二
〇
一
三
〕。
単
に
「
別
れ
」
を
意
図
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ

こ
ま
で
リ
ス
ク
を
犯
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
敢
え
て
行
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
や
ら
な
け
れ
ば

リ
ス
ク
を
負
う
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。「
魂
」
を
如
何
に
し
て
こ
ち
ら
側
の
世
界
か
ら
追
い
や
り
、
ま
た
「
死
」
を
社
会
の

三
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中
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
簡
単
に
済
ま
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
意
識
が
「
仮
葬
礼
」
と

「
本
葬
礼
」
と
い
う
形
に
顕
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
森
謙
二
は
、
伝
統
的
社
会
で
は
「
葬
式
は
死
者
を
「
あ
の
世
」
に
送
る
儀
礼
」、
近
代
社
会
で
は
「
死
者
と
生
者
と
の

「
別
れ
」
の
儀
礼
」
と
位
置
付
け
て
い
る
〔
森　

二
〇
〇
〇　

一
八
七
〕。
た
だ
し
、
こ
こ
で
用
い
て
い
る
「
伝
統
的
」
と
は
「
古

来
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
近
代
に
対
応
し
た
前
近
代
的
（
近
世
的
）
と
い
う
漠
然
と
し
た
意
味
に
お
い
て
用
い
て
い
る
こ
と
を

断
っ
て
お
く
。
す
る
と
本
史
料
に
み
る
葬
礼
は
二
度
「
死
者
を
「
あ
の
世
」
に
送
」
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
仮
葬
礼
」
が
親
族
を
中

心
に
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
で
い
う
「
密
葬
」
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
す
る
と
「
本
葬
礼
」
は
「
お
別
れ
の
会
」
に
比
定

で
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。『
橘
窓
自
語
』
に
も
「
密
葬
」
と
の
語
句
が
使
わ
れ
て
い
る
。
農
繁
期
ゆ
え
に
、
村
人
全
員
で
「
別

れ
」
を
す
る
こ
と
が
「
仮
葬
礼
」
で
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
村
人
に
よ
る
「
別
れ
の
儀
式
」
と
し
て
「
本
葬
礼
」
が
行

わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
れ
が
社
会
的
な
「
死
」
の
顕
現
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
森
は
葬
儀
を
「
送

り
」
と
の
文
脈
で
捉
え
て
い
る
が
、
何
を
送
る
の
か
ま
で
言
及
は
な
い
。
森
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
葬
礼
が
「
別
れ
」
の
儀
礼
と
な

る
の
は
近
代
と
す
る
が
、
い
つ
を
も
っ
て
「
近
代
」
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
幕
末
に
は
す
で
に
葬
礼
に

「
別
れ
」
の
よ
う
な
観
念
が
確
認
で
き
る
〔
林　

二
〇
一
〇
・
二
〇
一
二
〕。「
食
い
別
れ
」
の
儀
礼
は
、
そ
の
名
称
か
ら
し
て
「
別

れ
」
で
あ
る
。
た
だ
、「
食
い
別
れ
」
の
場
合
は
、「
別
れ
」
を
惜
し
む
と
い
う
よ
り
も
、「
別
れ
」
を
明
確
化
し
て
「
こ
の
世
」
か

ら
「
あ
の
世
」
へ
の
移
行
を
速
や
か
に
行
う
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
世
か
ら
の
断
絶
を
明
確
化
す
る

た
め
の
儀
礼
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
何
を
送
る
の
か
。
霊
肉
二
元
論
が
根
底
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
魂
」
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
「
魂
」
の
「
送
り
」
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
本
論
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
葬
礼
を
一
括

り
の
「
送
り
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
的
意
味
、
遺
体
処
理
、
魂
の
処
理
を
複
合
的
に
行
う
も
の
が
葬
儀
で
あ
り
、

「
送
り
」
に
重
点
を
置
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
魂
の
処
理
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
が
近
代
に
な
り
、「
別
れ
」
の
意
識
が
強
ま
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る
こ
と
で
、
葬
儀
に
お
け
る
魂
の
処
理
と
い
う
意
味
合
い
が
弱
ま
り
、
故
人
と
の
「
別
れ
」
を
演
出
す
る
儀
礼
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

「
別
れ
」
に
主
眼
を
置
く
に
し
て
も
、
そ
れ
は
社
会
的
な
意
味
で
の
「
死
」
の
顕
現
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
で
は
「
死
が
隠
さ
れ
た

時
代
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
医
療
機
関
で
臨
終
を
迎
え
、
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
で
、
従
来
の
地
縁
的
互
助
組
織
で
は

な
く
葬
祭
業
者
に
よ
っ
て
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
隣
と
の
社
会
的
関
係
が
薄
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な

ら
ば
、
社
会
的
に
「
死
」
を
顕
現
化
す
る
こ
と
に
意
味
は
見
出
せ
な
く
な
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
社
会
的
な
「
死
」
に
意
味
が
な
く
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
家
族
葬
が
増
え
て
き
て
い
る
と
も
い
え
る
。「
死
」
と
い
う
現
実
が
家

族
の
中
で
完
結
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
家
族
葬
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
〔
林　

二
〇
一
二
〕。

ま
た
本
史
料
か
ら
、
死
亡
日
か
ら
起
算
し
て
初
七
日
・
二
七
日
、
三
十
五
日
や
一
周
忌
な
ど
の
法
事
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
ら
は
仏
教
的
儀
礼
で
あ
り
、
明
ら
か
に
仏
教
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
葬
儀
は
寺
院
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
葬
送
儀
礼
を
み
て
い
く
と
、
そ
こ
に
重
層
的
な
「
魂
」
観
念
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
重

層
性
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
一
つ
は
仏
教
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
仏
教
」
と
一
括
り
に
し
て
よ
い
の
か

と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
蒲
池
も
真
宗
と
禅
宗
と
で
は
葬
儀
の
意
味
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
〔
蒲
池　

一
九
九
七
〕。
今
の
筆
者
に
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
力
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、「
魂
」
に
は
、
体
か
ら
抜
け
出

た
ば
か
り
の
ま
だ
現
世
に
い
る
魂
と
、
あ
の
世
に
送
ら
れ
た
と
の
観
念
に
基
づ
く
魂
と
い
う
重
層
性
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
後
者
に

は
初
七
日
に
さ
ら
に
あ
の
世
へ
と
送
り
な
が
ら
も
、
四
十
九
日
ま
で
は
家
の
棟
に
留
ま
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
重
層
性
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
ま
た
何
に
起
因
す
る
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

史
料
を
読
む
に
あ
た
り
、
山
形
県
立
米
沢
短
期
大
学
教
授
の
薗
部
寿
樹
氏
か
ら
御
教
示
を
得
た
。
こ
こ
に
謝
辞
を
表
し
ま
す
。

三
九

「
カ
ラ
ダ
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」
か
ら
み
る
葬
儀
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意
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書
刊
行
会
。

近
藤
直
也　

二
〇
〇
六　
「
死
者
霊
を
対
象
と
し
た
家
屋
荒
廃
伝
承
と
再
生
予
見
儀
礼
―
徳
島
県
西
祖
谷
山
村
に
お
け
る
オ
ム
イ
カ
か
ら
初
七
日
に
か
け
て

　
　

の
葬
送
儀
礼
の
一
側
面
―
」『
徳
島
地
域
文
化
研
究
』
第
四
号
、
徳
島
地
域
文
化
研
究
会
。

　
　
　
　
　

二
〇
〇
七　
「
死
後
六
日
目
の
夕
方
、
川
の
水
際
に
立
つ
人
形
―
死
者
霊
を
対
象
と
し
た
葬
送
儀
礼
（
旧
海
南
町
編
）」『
徳
島
地
域
文
化
研
究
』

　
　

第
五
号
。

全
日
本
仏
教
会
寺
院
名
鑑
刊
行
会
編
纂　

一
九
六
九　
『〈
改
定
題
三
版
〉
全
国
寺
院
名
鑑
―
中
部
篇
―
』、
全
国
寺
院
名
鑑
刊
行
会
。

高
谷
重
夫　

一
九
八
二　
『
雨
乞
習
俗
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
。

竹
内
利
美
・
谷
川
健
一
編　

一
九
七
九　
「
府
県
史
料
」『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第
二
十
一
巻　

村
落
共
同
体
』
三
一
書
房
。

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
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多
度
津
町
誌
編
集
委
員
会　

一
九
九
二　
『
多
度
津
町
誌
―
本
誌
―
』
多
度
津
町
。

茶
屋
十
六
・
松
岡
精
編　

一
九
九
七　
「
解
題
」『
近
世
庶
民
生
活
史
料
未
刊
日
記
集
成　

第
二
巻　

門
屋
養
安
日
記　

下
』
三
一
書
房
。

中
村
亮
雄　

一
九
五
七　
「
日
置
川
町
の
両
墓
制
」『
民
俗
』
第
二
六
号
、
相
模
民
俗
学
会
。

橋
本
経
亮　

一
九
七
五　
『
橘
窓
自
語
』
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
Ⅰ
期
４
、
吉
川
弘
文
館
。

林　

英
一　

二
〇
一
〇　
『
近
代
火
葬
の
民
俗
学
』
法
蔵
館
。

　
　
　
　
　

二
〇
一
二　
「
家
族
葬
無
宗
教
葬
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
」『
京
都
民
俗
』
第
二
十
八
号
。

　
　
　
　
　

二
〇
一
三　
「
雨
乞
と
し
て
空
葬
礼
が
行
わ
れ
る
理
由
―
葬
送
儀
礼
の
視
点
か
ら
の
解
釈
―
」『
信
濃
』
第
六
六
巻
第
一
号
。

堀
由
蔵
編　

一
九
七
四　
『
大
日
本
寺
院
総
覧
（
下
巻
）』
名
著
刊
行
会
。

丸
山
季
夫　

一
九
七
五　
「
解
題
」
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
Ⅰ
期
４
、
吉
川
弘
文
館
。

宮
本
常
一　

一
九
九
三　
「
河
内
国
滝
畑
左
近
熊
太
夫
翁
旧
事
談
」『
宮
本
常
一
著
作
集　

三
七
』
未
来
社
。

三
好
郡
役
所　

一
九
七
二　
『
三
好
郡
志
』
名
著
出
版
（
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
刊
の
複
製
）。

最
上
孝
敬　

一
九
八
四　
『
霊
魂
の
行
方
』
名
著
出
版
。

森　

謙
二　

二
〇
〇
〇　
『
墓
と
葬
送
の
現
在
―
先
祖
祭
祀
か
ら
葬
送
の
自
由
へ
―
』
東
京
堂
出
版
。

八
木　

通　

一
九
九
七　
「
民
俗
慣
行
と
し
て
の
死
者
祭
祀
」
孝
元
貢
・
八
木
透
編
『
家
族
と
死
者
祭
祀
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
。

柳
津
町　
　

一
九
七
二　
『
柳
津
町
史　

佐
波
編
』。

柳
田
國
男　

一
九
六
三　
「
遠
野
物
語
」『
定
本　

柳
田
國
男
集　

第
四
巻
』
筑
摩
書
房
。

山
形
県
教
育
委
員
会　

一
九
七
一　
「
飯
豊
山
麓
中
津
川
の
民
俗
」（
復
刻　

大
島
曉
雄
・
松
崎
憲
三
・
宮
本
袈
裟
雄
・
戸
川
安
章
・
菊
地
和
博
編
『
日
本
民

　
　

俗
調
査
報
告
書
集
成　

北
海
道
・
東
北
の
民
俗　

山
形
県
編
』
三
一
書
房
、
一
九
九
五
年
）。

四
一

「
カ
ラ
ダ
ビ
」
か
ら
み
る
葬
儀
の
意
味



The record about a funeral ceremony held at the end of the Edo era is 
left in Shimosaba GifuCity. This record about the expense that it cost for 
a funeral ceremony in detail, and know what the funeral ceremony of the 
person who died in the busy season for farmers divides it as“the temporary 
funeral ceremony”“the formal funeral ceremony”according to the record 
in the busy season for farmers, and was performed. Moreover, empty 
cremation（Kara-dabi）was performed by“the formal funeral ceremony”
though corpse processing was carried out by“the temporary funeral 
ceremony”. The scale included the difference between“the temporary 
funeral ceremony”and“the formal funeral ceremony”. It may be said 
that“the formal funeral ceremony”aim at the social forwarding by the 
villager. However, it may be said that the purpose of funeral ceremony was 
forwarding of the souls because empty cremation was carried out by “the 
formal funeral ceremony”.

A Funeral Meaning on “Empty Crimination”
HAYASHI Eiichi マ
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